
１．はじめに
当機構では、職業リハビリテーションに関す

る調査研究や実践経験の成果などを広く周知す

るとともに、関係者相互の交流を行うことを目

的に、「職業リハビリテーション研究発表会」を

毎年開催している。

13回目を迎えた今年度は､平成17年11月29日

（火）と30日（水）の２日間、千葉市内の海外職

業訓練協会（OVTA）と障害者職業総合センタ

ーを会場に、研究発表のほか、①発達障害者の

就労支援のあり方についての特別講演、②精神

障害者の就労支援ネットワークに関するパネ

ル・ディスカッション、③「発達障害者の職業

リハビリテーションと関係機関の役割」と、昨

年に続き、「医療リハと職業リハの相互理解の促

進」をテーマとする２つのワークショップを盛

り込み開催した。

参加者は、企業や職業安定機関、医療、福祉、

教育等の障害者の職業リハビリテーションに関

わる方々859名であった。

２．研究発表会
a １日目の午前は、最近の職業リハビリテー

ションに関する基本的な知識や情報をわかり

やすく解説するために、「高次脳機能障害の基

礎と職業問題」と、「精神障害の基礎と職業問

題」という２つの基礎講座を実施した。

午後からは、当機構の征矢紀臣理事長によ

る開会の挨拶の後、社団法人日本自閉症協会

会長、東京都発達障害者支援センター長石井

哲夫氏を講師に迎え、特別講演（演題：発達

障害者への就労支援のあり方―高機能広汎性

発達障害（HPDD）を中心に―）が行われた。

続いて行われたパネル・ディスカッション

「精神障害者支援ネットワークの現場と今後の

展望」においては、日本福祉大学社会福祉学

部教授野中猛氏を司会に、産業医、事業所、

障害者団体及び障害者職業センターからの４

名のパネリストにより活発な討論が展開され

た。会場をほぼ埋め尽くした参加者は熱心に

聞き入っていた。

s ２日目は会場を障害者職業総合センターに

移し、研究発表（口頭発表58題、ポスター発

表18題）及びワークショップ（２テーマ）を

行った。口頭発表は、前回より福祉、医療、
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企業、教育の関係者からの発表が増加し､10

の分科会に分かれ、「精神障害」「知的障害・

発達障害」「高次脳機能障害」「職業リハビリ

テーション支援プログラム」「障害者雇用に関

する制度、政策等」「障害者の就労をめぐる意

識等と社会的資源のあり方等」など、多種に

わたる機関から幅広い内容の発表が行われた。

今回は精神障害者関係の分科会を２会場設け

る等、発表者、参加者ともにこの分野におけ

る関心の高まりが窺えた。

今回のワークショップでは、平成17年４月

１日から、発達障害者支援法が施行されたこ

とに伴い、各地での取り組みが始まった発達

障害者への支援に関するものと、前回実施し

た医療リハと職業リハの連携について、さら

に相互理解を深める方策を探るためのものと

の２テーマを企画した。

発達障害に関するワークショップは300名

を超える参加者となったほか､医療機関から

の参加者が今回は110名に達し、医療機関に

おける職リハへの関心が高まってきているこ

とが窺えた。

３．最後に
研究発表会におけるアンケート調査について

は、各プログラムの中で参考になったとの回答

が最も多かったのは、「口頭発表」が98％､次い

で「基礎講座」が95％､「パネル･ディスカッシ

ョン」と「ワークショップ」が93％であった。

参加者が自ら発表し、議論に加わったプログラ

ムの満足度が高い結果となった。

以上述べた特別講演、パネル・ディスカッシ

ョン、ワークショップ、口頭発表及びポスター

発表の概要は、本誌に記載している他「第13回

職業リハビリテーション研究発表会 発表論文

集」として、障害者職業総合センターホームペ

ージ（http://www.nivr.jeed.or.jp）においても

紹介し、ダウンロードもできるようにしている

ので、詳しくご覧になりたい方はホームページ

のご利用をお願いしたい。

また、当機構では職業リハビリテーション研

究発表会の更なる発展と充実のために今後とも

努めていきたいと考えているので、関係機関の

方々のご意見、ご要望等をお寄せいただきたい。

職リハネットワーク　2006年３月　No.58 39

パネル・ディスカッション 口頭発表

ポスター発表

ワークショップ

03：特集２.qxd  06.3.17 19:16  ページ 39



発達障害者の就労支援について、大変関係の

深い皆様がお集まりくださっているということ

で、これから自閉症を始めとした発達障害者の

就労が少しでも進んでいくことを願ってやみま

せん。

私が自閉症者の援助にかかわりだしてからも

う40年以上になります。一貫して自閉症にかか

わってきたのは､今では､不十分ながら知的障害

の中に入れられた自閉症という障害も認められ

ましたし､また､学習障害､あるいはADHD（注

意欠陥多動性障害）など、障害名も明示されて

きたわけですが、まだその内容についての社会

的理解がなかなか進まないようです。

「発達障害者支援法」という大変重要な法律

が本年４月から施行され、その整備のための実

施要綱の検討が始められているところです。こ

れからの福祉は、早期発見、早期療育となる発

達支援と、就労支援の強化が大変重要だろうと

思います。特にこの就労支援については、発達

障害者、特に自閉症者は、言動が誤解されやす

く就労できないというような状況が多発してい

るわけですから、まず基本的に、自閉症を中心

としてなぜ支援ができにくいかということから、

そしてのぞまれる就労支援のほうに話を進めて

いきたいと思います。

自閉症概念は発達障害者支援法の中に、やっ

と自閉症ということで一本化されましたが、従

来は知的障害者の福祉法の中で対応されていま

した。また教育においても、これまでは知的障

害児を中心とする特殊教育の中で対応されてい

ますので、福祉・教育関係者においても自閉症

をわかる人が極めて少なく、また知的発達の遅

れを伴わない学習障害、注意欠陥多動性障害も、

障害としては理解されがたい状況にありました。

長年、これらの障害が、身体障害、知的障害、

精神障害という３障害に対応する福祉法のはざ

まにあり、いわゆる谷間の障害としてなかなか

手がつけられなかったという実情から、発達障

害ネットという組織をつくって、これから改善

していこうという動きもあります。

そのような状況の中で、具体的な事実に即し

て確実に成果を上げていくような方策をとって

いただくために一番大事なことは、現場にかか

わっている人たちが、模索し、試行錯誤してき

た実際の支援の事例を重要視して、そこから学

ぶことが求められてくるということで、臨床的

対応から制度、政策の展開というものを行って

いただきたいということです。

一般的には知的障害者や精神障害者、もちろ

ん身体障害者にしても、人とのコミュニケーシ

ョンがある程度できることが前提にあることか

ら、社会参加を求めることができるわけですが、

自閉症の人たちの場合、基本的な社会化の機能

がうまく働かず、人との関係を結び、人を通し

て社会のことがらを受け入れていくことができ

ないということから、なかなかうまくいかない

のです。そのため、人間としての機能を育てて

いくこと、言ってみれば、発達支援というのは

育ての支援であるし、その育ての支援というこ

とも、今後はリハビリテーションという言葉で
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まとめられていくことになろうかと思います。

それは、今までの｢リハビリテーション｣には含

まれなかった「人間関係の成立が困難」、「人の

考えていることや抱いている感情が読み取れな

い、共感できない」、「集団同化が生じにくい」

といった、人間として生まれながら、人間とし

て必要な、かなり核心的な機能が生じてこない

人に対して、どうしたらこれを生じさせること

ができるかという育ての概念というものをリハ

ビリテーションの中に早く確立しなければなら

ないと思っているわけです。

自閉症の障害特性において、アメリカの精神

医学会の診断基準であるDSM－Ⅳの中では、対

人的相互反応における質的な障害、コミュニケ

ーションの質的な障害、行動、興味、及び活動

の限局の３点を挙げており、イギリスのロー

ナ・ウィングは、言語の発達の障害、コミュニ

ケーションの障害、想像の障害という３つの障

害を挙げて自閉症を説明しています。このこと

を受けて私たちがとりあげなければならないこ

とは、障害という概念に入れるだけではなく、

多少異なる脳の働きがそれなりに発達して機能

的に変化していく過程において、心理的にどの

ような変化が生じてくるのか、また、これが社

会的に行動化する場合にどのような変化がもた

らされてくるのかを、もう少しきちんと追求し

なければならないということです。

援助ということについて最初に考えたことは、

まず第１には、本人に対して自己認知を求める

ということです。自分が今どういうことをして

いるのか、自分のしていることが人にどういう

ふうに受け取られているのかを何とかわかって

もらうことです。これらの人たちは、人に対し

て防衛的であったり、感覚的なレベルでのこだ

わりが強かったりします。話しているうちにふ

っとこだわりがとれてしまったり、考えている

ことが飛躍したりと気が変わりやすく、また、

ちょっとした言葉で傷ついてパニックを起こし

たりします。それから一生懸命したにもかかわ

らず時間に間に合わなかったりすると、自閉症

の人は誰にも向けられない腹立ちで当たり散ら

すというようなこともあります。そうしたこと

が知的発達の遅れがなくても自閉症の人は、人

に向かうと暴力になり、物に向かうと破壊行為

になり、反社会的行動が生じやすいというよう

なことも感じさせられるところです。そういっ

た場合に、私たちはその人に対して、ただお説

教するとか、丁寧に説明するということだけで

なく、もっと具体的にその場面を再現して、そ

こで感じてもらうというようなロールプレーイ

ングの方法を導入することが有効だと考えてい

ます。

そして基本的に、人間同士が一緒に生活して

いくときに何よりも大切なことは、信頼関係を

取り結ぶということです。そのためには、人間

の言動についての適切な理解がどうやったらで

きるのか、いろいろな場を共有してわかっても

らうということを根気よく繰り返すのですが、

注意しなければならないのは、この人たちは、

自分に圧力を加えたり非難したりする者に対し

ては決して心を許さず、むしろそれに対しては

激しく攻撃的になるというようなところがある

ということです。これもまた社会での生きにく

さをもたらしていることになるわけです。

ですから、私どもとしては、こういう障害の

ある方々の言動をできるだけ多くの人にわかっ

ていただいて、その人たちが親を中心に輪を結

んで、発達障害、特に自閉症のような人間関係

のできにくい人に対する人間関係網をつくって、

より改善していく努力をすることが必要だと考

えています。

ところが親子関係がうまくいかないというこ

ともあります。例えば、親がアスペルガー症候

群であるとか、子どものほうが高機能自閉症で

あるとか、あるいはADHDであるとかによって、

家族という形をつくってはいるけれども、実は

家族という機能を働かせていない場合がありま

す。家庭は、外で働く場合の安全基地であり、

心を許し、憩いができ、また人間が寄り添って

コミュニケーションを行い、自分の考えを安定
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させていくというこの家族の機能が全くなけれ

ば、逆に、家族の中で親子関係の対立が厳しく

て、家庭内暴力が絶えず行われていくというよ

うな状況が生じてくるわけです。

発達障害者支援センターを始めて、相談が山

のように押し寄せてくる中で、ともかく本人や

家族の話を聴いていくというだけでも、張りつ

めた緊張の強い家庭内の状況が少しは緩和され

ていくことも多いわけです。地域における家庭

生活の支援、家族支援にもっと力を入れないと

地域生活は困難になります。ですから、どうし

たらお互いが力になれるか、介護保険のような

保険制度の中にある、いわゆるホームヘルプサ

ービス、ショートステイ、ガイドヘルプとか、

あるいは一時的な避難が出来るようなシェルタ

ーなどといった施設を検討していくことも今後

の課題だと思います。

自閉症の人たちとの長いおつき合いにおいて、

生活の軌跡を追っていく中で一番大事であると

思うことは、親子関係の気持ちの通い合い、信

頼関係があるかないかということです。これは、

大人になったときの生活の仕方と大変関係があ

るということです。親子関係がうまくできない

場合には、どうしても孤独になって社会的な機

関に頼らなければならなくなります。

ともかく今、私たちが努力していることは、

何とかこの発達障害のある人たちに就労の場を

確保したいということですが、残念ながら今の

日本の経済状況、あるいは企業の状況から言う

と、この人たちが働く場所というものが極めて

狭まってきています。発達障害、特に自閉症の

人たちで、働いている人の話を聞くと、｢まじめ

に一生懸命やっているのに、自分のちょっとし

た言葉遣いや態度によって周辺の仲間からボイ

コットされることがあり、大変つらい｣という話

をよく聞きます。仲間に入れてもらうために、

その人たちの言葉をまねてそれをメモに書いて

暗記して言おうとしたり、一緒に笑うときには

できるだけ笑うようにしたり、自分たちにはわ

からないことであってもそれが必要ならやろう

としているけれどもうまくいかない、というよ

うな話を聞くと、これはもう社会の問題であっ

て、就労支援という狭い枠ではおさまり切れな

い問題なのだということを感じさせられます。

地域生活支援、就労支援、教育の場合もそう

だと思いますが、一方においては競争社会で能

力のある者が突出することはやむを得ないこと

です。他方において、障害者を受け入れて、ノ

ーマライゼーションの道を進めていこうという

ような考え方についての実践は大変遅れていま

す。私たちは大変すぐれた理念を持って、口に

はそれぞれが共生社会というようなことを言っ

たり書いたりするわけですけれども、現実には

なかなか改善されないでいるという状況に置か

れているわけです。

私が何とか皆さんにわかっていただきたいこ

とは、このような雇用の枠を広げていく場合に、

自閉症などの発達障害とは何かということを理

解し、対応できる人材が１人でも多く増えてい

くことが必要だということです。発達障害の場

合、二次的障害を併発させていることがあって、

それを専門医でも理解することは困難だし、ま

してや一般の企業の中において、それを理解し

て受け入れるということは非常に難しいことで

す。ですから、特に専門的医療との関係という

ものを重要視して、発達障害のわかる医師が多

くなって、こうした就労支援にも加わっていけ

ることが必要だと思いますし、我々のような発

達障害者支援センターの者とともに実践をして

いくような態勢を整えていくことで、少しでも

わかりにくい障害の人たちの支援が進むのでは

ないかと考えています。

ある人が、発達障害を知って、障害者理解、

あるいは障害者支援のコペルニクス的転換とい

うような言い方をしました。どういうことかと

いうと、怠けているとか、自分勝手であるとか、

気まぐれであるとか、人との和がとれないとか、

職業生活においてマイナスの要素をたくさん持

っている人を就労させるためには、今までの考

え方を180度変えていかなければならないとい
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うことです。まず雇用においては、その人全体

についての大らかな受けとめ方と、もう一つは

専門的な受けとめ方ができるようにすることを

求めたいのです。その大らかな受けとめ方の中

には、障害の性質によって、現実の生活に閉塞

状態が生じないようにするための配慮、特に理

解者を継続的に準備していくことが必要になる

だろうと思っています。

こういう例があります。ある会社で自閉症の

人を雇い入れたところ、その方は、ワープロを

打つ仕事を与えられて一生懸命行ったのですが、

一番大事なごく普通の生活の仕方がわからなか

った。例えば、昼食の時間がずれるとか、遅れ

てくるとか、早く帰るということをその人はだ

れへの相談もなく自分で決めてしまいました。

いくら障害者といっても、そういう勝手な振る

舞いをする者と仲間にはなれないということで、

同じ部署の方々から批判されましたが、上司の

方がかばってくれたことで何回も危機的な場面

を避けてきました。しかし、たまたま不幸なこ

とに、その上司の方が転勤してかばってくれる

人がいなくなってしまったところ、すぐにトラ

ブルを起こして居づらくなりやめてしまいまし

た。今日ではどこへも就職せずに、文筆家にな

ろうということで、回顧録のようなものを書い

ているそうです。確かに自閉症の人は、ある特

定の才能をどんどん伸ばしていく人もいて、そ

れなりに道をきわめた方もいらっしゃいますが、

その根底には、興味があることだけを追求して

しまうとか、自分中心であって人のことがわか

らないということが、周りから疎外されたりす

る致命的な原因になっていることがあるわけで

す。

最後に、私の経験から皆さんに訴えたいこと

は、発達障害の人たちの特性というのは、人間

的な幼さと純粋さを持っているということです。

人間的な幼さとは何かと言うと、要するに社会

化されていない非社会的な側面が幼さですし、

またそれは裏を返すと、社会的に揉まれていな

いから純粋であるということになります。

しかしながら、アスペルガー障害のように、

言語と認知の能力が大変伸びてきますと、それ

なりに直線的な思考をし、直線的な興味の追求

をすることによって、時には大変な事件となる

場合もあります。犯罪は決して許されるもので

はありませんが、犯罪者の中にアスペルガー症

候群の人を見かけると、この人の家庭はどうだ

ったのだろうか、社会、例えば学校などが、こ

の人やその家族にどういうふうに対応してきた

のだろうかと考えてしまいます。自閉症の人が

生い立ちの過程において周囲からの迫害を受け

てきたあげく、社会に突き出されていき、しか

もそれが犯罪という形になってあらわれてしま

うということは、これは本人だけの問題とは言

いがたい社会の問題であり、社会の犯罪という

ふうにも考えられないこともないわけです。そ

ういう点では、就労する機会をいろいろな場に

広げていっていただけるということが、こうし

た自閉症の人たちの社会参加ということ、ノー

マライゼーションを進めていく大変重要なこと

になるわけです。

私なりに今まで考えてきたことは、自閉症の

人の幼さというものを否定しないでむしろ受け

とめてやってほしいと訴えたいことなのです。

後になって失敗したことに対してとがめ立てを

するより、前もっていろいろなことを教えてあ

げるほうがより有効です。そのためには、就労

の場面でどういうことが起きるのか、どんな手

順でどう考えたらいいのか、トラブルに対して

はだれに相談してどのようにしたらいいのか、

ということをきちんと教えていく就労準備態勢

をとるべきではないかと思います。

あるアスペルガー症候群の若い女性ですが、

職場で笑顔を絶やさないように、鏡に向かって

微笑む練習をするというような、けなげな努力

をしている人もいます。あるADHDの人は、約

束が守れなかったり忘れ物が多いために、一つ

一つのことを忘れまいとメモに書くようにする

という努力をしています。また自閉症のある人

は、一遍に幾つも言われることは大変苦痛であ
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るので、１つずつ順序立てて言ってほしいと頼

んだということです。これで全てうまくいくと

いうものではありませんが、障害の内容を人に

知らせたり、自分で補う努力をしてほしいので

す。

このような自分の障害を認知して努力してい

る人たちに対して周囲の人たちが不当な圧力を

加えるということは、障害をもつ人に大変な苦

痛を与えるということにもなります。だから障

害というものをきちんと理解できるような雇用

マニュアルというものも考えていかなければな

らないだろうと思いますし、その人の労働量を

評価してあげて、儀式的なことや時間がかかる

ことについては、大目に見られるような職場と

いうものも、ぜひ準備してあげていただきたい

なと思います。

そして、自分の衝動を統制できないで大声で

わめいたり、あるいは子どもっぽいような仕草

で泣いたりするような場合も、｢少し気を休めて

みなさい｣などといった優しい声かけで、本人の

態度がかなり変わってくるということもあるわ

けです。結局、発達障害、特に自閉症の人が求

めているのは、｢自分を理解してくれる人｣、

｢自分に好意を持ってくれる人｣なのではないで

しょうか。また、仕事をする本人を支えてくれ

る家族も大切です。しかし、本人の気持ちを支

えてくれる家族がいればいいのですが、そうで

ない場合には家族援助とか、あるいはグループ

ホームのような形でそうした援助をするような

場をつくるとか、あるいは施設の共同作業のよ

うな形の中で安定した就労ができるようにする

とか、いろいろな配慮というものを個別的にす

ることが必要だと思っています。

｢発達障害｣を｢発達しない障害｣というふうに

見るのではなく、｢発達する障害｣なのだという

ふうに理解していただきたいのです。前と比べ

てみると、こういうことがわかるようになった

とか、こういうことができるようになったとい

う驚きを感じている人たちが周囲にいます。私

が長年つきあっているこの障害をもつ人たちは、

長く時間をかけて私を信頼してくれています。

なぜ彼らが私を受け入れてくれるかというと、

私が理解者であり、私の言い方が客観的だから

です。だから、何か訴えてきたら、私たちがそ

の人の見方になって話をしていけば、必ずその

人たちは、何かの機会に私から言われたことを

思い出して、自分のものにしていけるのです。

この道は大変遠い道ですし、私はよく、知的

障害と比べて、この人たちに対しては、支援の

中身も簡単に整理できるものではないというこ

とを言い続けてきました。自閉症という障害は、

極めて重篤で人間関係の成立が困難な障害であ

るということを理解していただきたいと思いま

すし、その人間関係というものは私たちにとっ

て異質ではあっても、共存できない障害ではな

いのです。根気よく、大事にして関わっていけ

ば、必ず相手の認知の中に、私たちの存在とい

うものがきちんと位置づけられるはずです。

最後に、私の方から提示したいことは、新し

く登場した自閉症を始めとする発達障害の内容

について、どうぞよくご理解をいただいて、そ

して、これから先にその人たちの社会参加の場

が増えるように、就労支援の方法について皆さ

ん方のお知恵を出していただいて、その道を広

げていただきたいということです。

私としては、大事なお話をさせていただく機

会を得たことを大変うれしく、ありがたく思い

ます。どうもありがとうございました。
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精神障害者支援ネットワークの現状と今後の展望

司　会　者：日本福祉大学社会福祉学部教授 野中　　猛
パネリスト：富士電機システムズ株式会社東京地区総務部健康管理センター所長（産業医） 堀川　直人

有限会社大場製作所代表取締役 大場　俊孝
財団法人全国精神障害者家族会連合会ハートピアきつれ川次長 桶谷　　肇
福岡障害者職業センター所長 井口　修一

第１３回職業リハビリテーション研究発表会 特集２  

【野中】 来年から精神障害をもつ方々に対する

就労支援がいっそう広がることを期待して、今

回このパネルディスカッションが開催されるこ

ととなりました。

WHOでも、人類が最も苦労する病気の第１位

としてうつ病が焦点となり、就労支援の場にお

いてもリワーク事業、職場復帰のテーマが注目

されています。精神障害、心の病、さまざまな

呼び方がございますけれども、ハンディを持っ

た方々が仕事を続けていくことをどう支援する

か、その実際的な方法をみんなが求めていると

いうことだと思います。その実際的な方法の中

でも、特にネットワーク。医療保健側の人が一

人頑張っても、雇用側が一人頑張っても、ある

いはハローワークや障害者職業カウンセラーが

一人頑張っても、障害を持った方々の就労とい

うのは完成できない。完成するためには、チー

ムワーク。それぞれの人たちがネットワークを

持って、みんなで支えないとうまくいかない。

現実にはこのネットワークをどうつくるかとい

うところに一番のテーマがあろうかと思います。

本日は、このネットワークを最終的にどんなふ

うにつくり上げていったら良いかというところ

に焦点が当たったディスカッションができたら

良いと思っています。

さて、私のほうからパネリストをご紹介させ

ていただきます。

最初のパネリストは堀川直人先生です。先生

は産業医科大学をご卒業の後に、富士電機株式

会社に入社され、産業医ではありますが、ほと

んど一社員として働いているので現場からの視

点で臨んでいただけると思います。特にうつ病

の職場復帰支援の諸問題についてご紹介してい

ただけると伺っております。

次に、大場俊孝先生をご紹介いたします。先

生は有限会社大場製作所代表取締役社長という

ことで、企業の側から、精神障害を持った方々

がどのように仕事に就いて、それをどう支援し

たらいいのか、あるいは、そこに至る支援のネ

ットワークをどうつくってきたかということに

ついてお話をしていただくと伺っています。ま

た、大場先生は、最近、全国精神障害者就労支

援事業所連合会の理事長に就任されました。い

わゆる社会適応訓練事業の職親会の会長になっ

ていらっしゃいます。

次は、桶谷肇先生ですが、先生は精神保健福

祉施設ハートピアきつれ川という精神障害者社

会復帰施設で活動をしておられますが、全家連

（全国精神障害者家族会連合会）がこのハートピ

アきつれ川を設立しています。そこでの精神障

害を持った方々の就労支援に関するさまざまな

問題についてご紹介していただきます。

それから、最後に、井口修一先生、先生は福

岡障害者職業センターの所長として勤務してお

られます。地域障害者職業センター、雇用を支

援する側から見た精神障害の諸問題、ネットワ

ークの現状について、ある意味では総合的にお

話をしていただくということになっております。

パネル・ディスカッション（要旨）
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まず、最初のパネリストの堀川先生、よろしく

お願いいたします。

【堀川】 私は現場の一専属産業医にしか過ぎま

せんが、この場にお呼びいただきましてありが

とうございました。今日は、主にうつ病の方の

現状と職場復帰支援問題を中心に、簡単にお話

をさせていただきます。

一定の規模を抱えておる事業所では、産業医

を専任しなければいけなくなっております。産

業医の業務は多岐にわたっており、メンタルヘ

ルスの問題ばかりではなく、健康診断やその事

後措置、その他たくさんの仕事の１つとして今

の仕事をやっております。私は会社専属の産業

医ですが、社員に限り診察をすることもありま

すので、社員の主治医となることもあります。

また、健康管理センターの管理職でもあります

ので、三足のわらじを履いて、その時々に振る

舞いを変えながら仕事をしております。

長期病欠者の現状ですが、長期病欠者を１カ

月以上とした場合、精神疾患の方が占める割合

が約40％で、右肩上がりで増えております。全

体の長欠者は減っております。これは弊社だけ

ではなく同業他社を見ても似たような感じです。

今月何人休んでいるのかという数で見ると、７

割前後はメンタルの方が占めており、他社にお

いては９割というような会社も実在しておりま

す。具体的な病名はうつ病、抑うつ状態という

方が圧倒的に多いです。

そのような状況の中で、リハビリ出勤という

復帰支援をやらせていただいております。実際

に治療が進んで主治医が復職のＯＫを出して、

かつ、私の目から見ても、これは職場に戻して

も大丈夫というような判断を下したときに初め

てリハビリ出勤を行います。場合によっては、

やはり無理だということで、治療継続というケ

ースもあります。リハビリ出勤の扱いというの

は非常に難しいですが、私のところでは正式な

復帰とはせず、病欠や休職の扱いにしておりま

す。この背景は、職場側の理解の問題とか、賃

金の問題があります。出勤練習しているときに

賃金を払うということ、これは会社側よりも、

職場の他のメンバーの理解が得られないことが

多いです。ですから、ある一定期間きちっと働

けるまでは、復帰にしておりません。かなり復

帰のハードルは高いです。

そこで、病欠という形をとりながら、大体３

ステップぐらい、始めは３時間、それから午後

の２～３時間プラスして、３段階ぐらいに分け

てやっております。この前にステップ・ゼロと

して、健康管理センターに決まった時間に通う

というのもあります。うつ病の方は、午前中調

子が悪いことが多いので、朝から来られない人

は治療が不十分だと思いますので基本的にリハ

ビリ出勤にはさせません。

復職後、リハビリ出勤は１カ月を目途に終え

るのですが、順調にいった場合でも、１～２週

間おきに体調を伺い、仕事のレベルアップ等の

調整をしていきます。ですから、相当頻繁に会

いますし、産業保健スタッフとしても手間がか

かりますが、ここが一番大事なところだろうと

思っています。最初の復帰後１カ月間というの

は、結構ダウンが多いです。ここのところは特

に慎重に見ております。半年ぐらいたつと、結

構元の仕事に近いことになっていける方も多い

ですが、やはり１年ぐらい見ないとわからない

です。

恵まれている環境というのは、やはり休職期

間の長さです。最長で病欠６カ月に休職３年の

３年６カ月の休職期間がある。年次有給休暇は

24日で､他に病気療養に使える休暇が30日あり

ます。健康保険組合の傷病手当金も､法定給付プ

ラス10％、給付期間も３年間傷病手当金がもら

えます。ですから、治療を急ぐ必要はない恵ま

れた環境にあります。

職場復帰は、新しい仕事を覚えるのも、人間

関係をつくるのも大変なので、基本的には現職

復帰をお願いしております。ただ、元の職場へ

戻るのが良いのかどうかということもあります

ので、必ずしも絶対戻すことではないと思って

おります。ある程度の企業であれば、こういっ
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たサポートができますけれども、特にうつ病は

なかなか職場訓練をするような場所がないので、

公的なサポートがもうちょっと身近にできれば

と思っております。

【野中】 ありがとうございます。リワーク、職

場復帰としては、大変理想的に進んでおられる

と感じます。引き続きまして、大場先生、よろ

しくお願いします。

【大場】 当社の取り組みは、統合失調症の方々

をメインにした訓練から雇用まで積極的に取り

組んでおります。

まず、第１点目は、啓発的な研修会とか映像、

機関紙等で、精神障害者の方々が働ける実態を

社会にもっとPRしていく必要があるのではない

のかなと思います。当社では新聞や機関紙にも、

本人の了解の上、全部実名で行います。これま

では、人権尊重の立場から、なかなかこういっ

た場面に登場できなかった実態があったと思い

ますが、ある程度積極的に出ていけば、社会に

働ける実態をある程度は理解されるのではない

でしょうか。

２点目は、地域単位で顔の見える支援ネット

ワーク会議を定期的に開催していく必要がある

と思います。私どもの住む地域では、16年１月

から管内の精神障害者の就労支援ネットワーク

会議というのを、２カ月に１回の割合で定期的

にやっています。このように、行政が積極的に

かかわるべきであり、地域のリーダーシップ、

主導権をとって、民間に協力要請をしていくと

いうのが望ましいと思っております。やはり民

間主導だけでは、行政が何よりも消極的になっ

てしまいますので、官民一体となる地域ぐるみ

の支援活動が必要だと思います。我々のような

事業主、専門に支援する人、保健師、ハローワ

ーク、そのような関係が、やはり地域で顔がよ

く見えた状態で連携していくというのが大事な

のではないかなと思います。

３点目は、就労支援センターを各地域に設置

するか地域に準備訓練のための職員を１人配置

する。訓練すれば働けるようになる人は、全国

にたくさんいるのですが、それを専門に支援す

るスタッフ、準備訓練する機関が大きく不足し

ている実態があると思います。特に精神障害者

の場合はある程度の準備訓練をしてから、その

人の能力を発揮できるようにして送り出し、そ

してかかわってあげるということが非常に大切

ではないかと思います。それから、就労支援の

研修会には、企業と医療機関の参加が非常に少

ない。これは、関心がないだけでは済まされま

せんので、大きな課題であると思います。今後

は、企業が多く集まる場での働きかけも非常に

重要でありますし、私どもを含めた関係機関及

び行政が強力に働きかける必要があるのではな

いかなと思います。

最後になりますけれども、保健師とのかかわ

り合いが精神障害者の場合はキーワードだと私

は思います。精神の場合は毎日の服薬、定期的

な通院があり、病気と向き合いながら生活し、

働き続けなければいけませんので、保健師との

かかわりは非常に重要であると思います。

保健所単位かハローワーク単位のような地域

でのきちんとした就労支援のネットワークを構

築して、それをもとに定期的に支援していく。

それから、企業へ出る前の準備訓練をきちんと

するようになれば、もっともっと精神に障害を

持つ方々の就労が進むのではないのかと私は思

っております。

【野中】 ありがとうございます。具体的に、保

健所かハローワーク単位の小さな単位でそうい

うネットワークをつくったほうがいいのではな

いか。特に、入り口のところに焦点を当てたご

提案でした。引き続きまして、桶谷さんから、

今度は精神障害者の社会復帰施設の立場からご

発言いただきます。

【桶谷】 ハートピアきつれ川を設置運営してい

る全家連というのは、統合失調症や長期化した

うつの患者さんを抱える家族でつくっている

1,700ある家族会の全国組織で1960年に設立され

ました。1994年には精神障害者社会復帰促進セ

ンターに指定されています。社会復帰促進のた

職リハネットワーク　2006年３月　No.58 47

03：特集２.qxd  06.3.17 19:20  ページ 47



めの啓発、広報活動、訓練及び指導方法の開発、

調査研究や研修会等の事業を行っています。『ぜ

んかれん』という月刊誌をごらんになっている

方も大勢いらっしゃるのではないかなと思いま

す。

促進センターの指定を受けて、その事業の一

環として、1996年に栃木県さくら市に精神保健

福祉施設ハートピアきつれ川を設置しています。

このハートピアきつれ川は、精神障害者の就労

訓練の場として、また、家族の保養や研修施設

を目的としてつくられました。大きな特徴は、

温泉付きのホテルを運営し、その中で障害者能

力開発事業を実施し、通所・入所の授産施設と

生活支援センター、グループホームが配置され

ていることで、パートの職員を入れて57名ほど

の職員体制でやっていますが、そのうち障害者

の方は、正規職員が１名、パートの方が９名と

いう状況になっています。パートと言っても、

ほとんどフルタイムで働いている方ばかりです。

統合失調症の方がほとんどですが、中にはうつ

の方、てんかんの方がおり、ホテルの運営には

欠かせない存在になっています。

ハートピアの現状は、ホテル部門では年間平

均12,000人ぐらいの宿泊客がおり、平均稼働率

が42～3％で、経営状況はなかなか厳しいとこ

ろがありますが、何とか赤字を出さずにここ数

年はやっております。そのほかに、日帰り客が

平均で33,000人ぐらい。このホテル部門で障害

者能力開発事業という職業訓練を実施しており

まして、定員22名、２年間のプログラムとなっ

ています。ここでは、工賃として訓練手当を時

給500円出しています。そのほかに、社会適応

訓練事業が10名で、時給550円です。パートが

９人で、この人たちは、その働きぶりに応じて

750～850円の時給となっています。

福祉部門では、入所授産施設が定員30名、通

所授産施設で定員20名ということですけれども、

今は定員を下回っている状況です。時給は300

円出しています。能力開発事業の受講生は時給

500円ですので、大体月に２～３万ぐらいの工

賃、多い人で４万ぐらいです。生活支援センタ

ーは、登録者が約110人。グループホームは１

単位６名、10月から２単位、４人増えて、定員

が10人となっています。

社会復帰施設を併設するホテルで障害者能力

開発訓練事業をやっているというのは世界的に

も珍しい試みです。また、精神障害者を対象に

した職業訓練としては、全国で初めての事業で

す。現在でも３カ所しかなく、他は名古屋と、

今年６月から愛媛にできたという状況で、非常

に精神障害者の職業訓練は遅れていると思いま

す。ホテルでは実際にこの能力開発事業の受講

生も働いており、日帰り客や宿泊客には障害者

の人たちの働きぶりを目にすることができます

から、そういった意味で、啓発活動としての意

義も大きいと思っております。

ハートピアきつれ川は今まではどちらかとい

うとハートピアの中で働ける人を養成するシス

テムになっていたかと思います。２年前から就

労支援活動にもっと力を入れようということで、

外部就労に力を入れています。ハローワークや

障害者職業センター、保健所、最近は障害者能

力開発委託訓練という３カ月の事業も始まって

いまして、職業訓練校との連携も始まりました。

まだまだネットワークという意味では、十分な

状況ではないのですが、近隣の事業所の受け入

れや協力は非常に良いと思っています。

一方、全国組織、全家連としての立場から、

精神障害者の就労支援は非常に大きな転換点を

迎えたと思っております。この６月の障害者雇

用促進法の改正は、非常に大きな期待を持つ改

正ですけれども、時代的な変化も感じるところ

があります。１つは、特に統合失調症に関して

は、うつもそうですけれども、従来よりも副作

用が少ない新薬が出てきて、それが定着してき

ているという状況があります。リハビリテーシ

ョンなどの活動とこの薬物治療の垣根が非常に

低くなってきたと言われています。それから、

精神保健福祉施策の変化もあると思います。自

立支援法が成立して、就労というのが大きな柱
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になっているかと思います。

就労支援で大事なのは障害特性に応じた支援

ということで、やはり体調に波がありますので、

就職させるだけではなくて、就労を継続するた

めのサポートが必要だということを強く感じて

います。そのためには、事業所任せにするので

はなくて、関係機関が連携して働くことを支援

する活動を丁寧にやっていく必要があると思っ

ております。平成18年度の障害者雇用施策関係

予算を見ますと、ハローワークで実施する地域

障害者就労支援事業が予算化され、今年度10カ

所が、来年度は47カ所になるということで、こ

ういったものが広がっていくと良いと思います。

【野中】 ありがとうございます。ハートピアき

つれ川でも、そこでパート仕事を訓練するので

はなくて、一般事業所への就労を支援しようと

いう方向に動き始めたということですね。全家

連がそういう方向に動き始めると、やはり強い

力になっていくかと思います。最後に、井口先

生、お願いいたします。

【井口】 私がこれからご報告する内容は、大き

く分けて３つございます。１つは支援内容、２

つ目が支援の現状、３つ目はネットワークにつ

いてですが、主に２番と３番、支援の現状と、

私どもの立場から見たネットワークについてお

話をしたいと思います。

支援の内容は、精神障害者の方を対象に、職

業リハビリテーション計画あるいは個別支援計

画によって継続的に支援をさせていただいてい

るものは３つございます。１つは職業準備支援

（自立支援）、２つ目がジョブコーチ支援、３つ

目が、全国６カ所、福岡もその１つですが、昨

年の下半期から始めたリワーク職場復帰支援で

ございます。

それから、主な関係機関ですが、自立支援と

ジョブコーチ支援というのは、ハローワークを

はじめ、病院・クリニック、保健福祉機関・施

設等で、リワークの方は、病院・クリニック、

企業の産業医の先生、保健師の方等々が中心に

なっています。

さて、支援の現状ですが、職業準備支援自立

支援というのは、私ども福岡では平成12年度の

下半期から始めており、今年度の上半期までで

合計42名の方が終了され、うち86％が統合失調

症の方という現状です。それから、就職率を見

ますと70％（支援終了後、今年の10月までに就

職した方はすべて就職と計上）で、就職者のう

ち58％の方が障害をオープンにして就職をされ

ています。また、自立支援を終了した方のうち、

ジョブコーチ支援に移行した方が32％。就職者

の就職の時期は、自立支援を受け、終了してか

ら、ほとんどの方が１年以内に就職をされ、半

数以上は３カ月以内に就職をされています。

次に、ジョブコーチ支援についてです。福岡

の場合は、平成15・16年度の２年間で、約250

人の方に支援をさせていただき、そのうちの精

神障害者の方は全体の約１割程度です。ジョブ

コーチ支援終了後の定着率は、福岡の場合、全

体では約８割の定着率ですが、精神障害者は全

体より下がり、65％ぐらいの定着率になってい

る。それから、支援の傾向については、当機構

障害者職業総合センター研究部門の研究によれ

ば、期間を経るに従って、職務遂行や人間関係、

コミュニケーションの支援は減少し、基本的な

労働習慣や不安等の軽減の支援は増加する傾向

があるということが言えるようです。

それから、３つ目がリワーク支援、職場復帰

支援です。昨年度の下半期から今年の10月末ま

でに９名、そのうち４名が終了して職場復帰を

されています。うつ病の方で休職回数が２回目

以上の方がほとんどです。それから、リワーク

支援開始時点での休職期間は短い人で４カ月、

長い人で２年半でその方は既に円滑に職場復帰

をされています。

支援方法の広がりで１点だけ強調したいのは、

セルフマネジメントへの支援が非常に大事だと

いうことを、改めてリワークをやりながら感じ

たところです。ここで言うセルフマネジメント

というのは、自分の課題になっている行動に対

して、自分自身の行動によって望ましい行動に
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変えたり、あるいは望ましい行動を維持したり

ということを指しております。職場に行って何

か支援をすると全てがうまくいくということで

はなく、その前後、就職前、それから職場適応

中であっても、セルフマネジメントをいかに支

援していくかというのが非常に大事であり、き

ちんと支援しなければいけないと改めて思って

おります。

それから、私ども全国の地域障害者職業セン

ターでは、今年の10月から精神障害者総合雇用

支援を始めております。雇用促進、就職のため

の支援はもとより、職場に適応するための雇用

継続支援、それから、リワークという職場復帰

支援、いろんな段階での支援をやれるようにな

ったということと、もう１つは、事業主に対し

てもきちんと助言、援助、調整をさせていただ

くということを一つのセールスポイントとして

やっていきたいと考えております。

さて、私どものセンターから見たネットワー

クは、関係機関との連携関係として、お互いの

ことをよく知っていて、何かあればお互いに協

力を頼むという環境は幅広く構築できているの

ではないかと思いますし、もう１つは、直接的

な支援ではなしに、ネットワークを少しお手伝

いするという意味で、例えばジョブコーチ養成

研修や就業支援基礎講座などを実施して、地域

のネットワークの方々にいろんな技術情報を提

供したり、研修をしたりというふうなバックア

ップにも努めているということがございます。

県内の状況を私から見ますと、県内全域のネッ

トワーク、お互いのことは知っていて、何かあ

れば相談できるという意味では、概ねその基盤

は構築されているし、それは都道府県レベルの

行政機関や団体がこれまで主導をされてきた成

果ではないかと思います。ただ、やはりネット

ワークの範囲は、労働市場圏域、保健福祉圏域、

市町村というような形で動くのが望ましいと思

われ、そういう意味での地域ネットワークとい

うのがかなり広がっているし、多様化している

ということがございます。こういうネットワー

クは、市町村レベルの行政機関、施設、団体が

水平的な関係で協力をしながらやっているとい

うところだと思います。

ネットワークの課題としては、１つは、今申

し上げた労働市場圏域や保健福祉圏域の地域ネ

ットワークを拡充するということがあると思い

ますし、このネットワークに技術情報の提供と

か人材育成などのバックアップは、もしかした

ら私どもでできるのではないかという気がして

おりますし、行政は、そういうところに対して、

いろんなバックアップができるのではないかと

いう気がしております。こういうふうな市町村

レベルなり労働市場圏域のネットワークに、関

係機関だけではなしに、企業や市民にうまく参

画をしていただくことで、ネットワークはさら

に拡充されていくという気がしております。

新しい動向として２つの事例をご紹介したい

と思いますが、１つは、地域障害者就労支援事

業で、今年度からハローワークが中心となって

始めたもの。もう１つは、福岡県大牟田市の大

牟田市障害者協議会、これは市内の障害者施設、

障害者団体などの26団体が加入しているNPO法

人です。三障害統合、身体も知的も精神もいろ

んな団体が統合されているということと、どち

らかというと民間施設、団体が主導して、行政

がバックアップ、例えば、県や市から事業委託

をしたり、私どもも技術情報を提供したり、個

別支援計画の策定の援助をさせていただいてお

ります。そういうところが総合相談をしたりと

か、生活支援をしたり、就労支援をされたり、

あるいは、障害者雇用事業所、これは市のほう

から請け負った事業をやるために障害者を雇用

している、そういう事業所を運営したりされて

いますが、こういった新しい動き、これは全国

でも他にもたくさん事例があるとは思いますが、

こういう動きを我々も注目しなければいけない

し、その中で我々はどういう役割を果たすかとい

うのを考えなければいけないと思っております。

【野中】 ありがとうございます。井口さんから

は総合的な理論と実践のお話がありました。準
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備の段階、定着の段階、そして職場復帰の段階、

それぞれに対するアプローチがご紹介されたわ

けです。セルフマネジメントをどう強化するか

というのは比較的新しい考え方ですね。それか

ら、ネットワークそのものをつくるのではなく

て、ネットワークを支援するハローワークとい

うのも新しい考えであろうと感じました。

早速ですが、まずパネリストの方にもう一度

お返ししたいと思います。連携にも段階があっ

て、情報の交換をするだけという段階から、ネ

ットワークになると、もう少し有機的な連携と

いうところに入っていくと思います。そういう

連携とかネットワークがどうあるべきなのか、

どんな工夫を今後必要とするのかについて、パ

ネリストのご意見を伺いたいと思います。また、

今回、精神障害者が雇用率の算定に入るわけで

すが、一体どんな影響があるのかご感想をお持

ちでしたらお伺いしたい。まず、堀川先生、い

かがでございましょうか。

【堀川】 私のところは対象者が主に在職のうつ

病の方が多いので、連携と言われますと幅が狭

くなりますが、一番のメインは医療機関との連

携となってきます。うつ病の方でうまく復帰で

きていない方の多くは、実は適切な治療をされ

ていないというケースがかなり多いのが実情で

すね。これは精神科に行っているのにちゃんと

治療がされていないことが結構あり、そこを

我々が見抜いてセカンドオピニオンをもらいに

行ったりするというような意味で、医療機関と

の連携が１つ。

それとリワークのための施設、特にうつ病を

対象にしたリワークの施設ができ上がってきて

いただけると、非常にありがたいです。そうい

うものがないために、我々が社内でいろいろ工

夫しながらやってきておりましたので、これが

広がっていただけると、我々としても、会社と

して扱うもう一歩前の段階として非常にありが

たいなと思います。

法令改正の問題ですけれども、現状、私ども

の社内では、今のところ大きな変化は起きてい

ないように思います。

【野中】 医療との連携は、うつ病に限らず、統

合失調症の方でもかなり重要になってきます。

引き続きまして、大場さん、いかがでございま

しょうか。

【大場】 ネットワークに関しては、平成15年に

提案して、それに保健所が参加してくれて、２

カ月に１回実施しております。これからの課題

は、地域でどのように準備訓練をしたらいいの

かということであると思います。都市部と、私

のような郡部では、社会資源が全く違い、保健

所、ハローワークはありますが他はありません。

ですから、隣の市から障害者就業支援センター

とか地域生活支援センターのスタッフに積極的

にネットワークにかかわってもらいますし、あ

とは、障害者職業センターとか県の精神保健セ

ンターがかかわってくれます。これから精神障

害者の方々の就労を高めていくためには、やは

り事前の準備訓練、私は宮城障害者職業センタ

ーでやっている実習も受けていますけれども、

あれだけ準備訓練をすれば、就職率は高まると

思います。それが地域にあるかないかによって

も、かなり違うと思います。

それから、雇用率算定の話ですが、大企業は

在職精神障害者とうつ病対策で目いっぱいだと、

よく聞いております。その中でも特例子会社を

持っているところは、新たに精神の雇用に取り

組もうという声をあちこちで聞いておりますの

で、うまく対応してくれるのかなと感じており

ます。しかし、中小企業の場合は関心がまだま

だ低いという感じがします。現在、就労してい

る精神障害者の方々の実態を見ますと、小さい

環境で働く人が圧倒的に多いですね。ですから、

この雇用率は従業員56人以上が対象になるから、

それをクリアしない小さな会社はどうなるのか

という不安はあります。その辺が、これから雇

用を増やす上では問題にならないのかという感

じはしております。

【野中】 ありがとうございます。では、桶谷さ

ん、お願いします。
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【桶谷】 ハートピアは、特に能力開発訓練事業

をやっていることもあって、利用者は全国から

来られます。栃木県内の方が半分弱ぐらい、遠

方の方、関東近県からの利用者もいて、ネット

ワークといった場合に、なかなか難しい課題が

あると思います。

まず、栃木県内のことで言いますと、今まで

あまり関係機関との連携というのはなかったの

ですが、一昨年ぐらいから外部の事業所に就職

させようということで動き始めたこともあって、

まずはハローワークの方々とのおつき合いが濃

厚になっています。月に１回とか、２カ月に１

回とか、面接訓練ということでハローワークに

数名で出かけていって、面接の練習をさせても

らっています。次に障害者職業センターです。

職業評価をやっていただいて、その後、ジョブ

コーチを派遣していただいたり、そういう形で

連携ができつつあると思っています。

こういったハローワークや障害者職業センタ

ーのような就労支援の専門機関との連携があっ

て、もう１つ、社会適応訓練事業を結構ハート

ピアでやっており、これは保健所との連携にな

るわけですけれども、その保健所の関係の社会

適応訓練事業と就労関係のトライアル雇用とか

委託訓練とか、こういうものとの連携はなかな

かできていない。そこが課題だと思っています。

それから、事業所との連携・協力は、良いと

思います。それは、ハートピアのホテルは、啓

発活動の役割を担っており、ハートピアの利用

者の方であれば受け入れてもいいという感じが

あります。

遠方から利用されている方は、自分の出身地

で就労することに今取り組んでいるのですが、

どこにそのお願いをしたらいいのか、なかなか

明確ではなくて、その地域地域の状況に応じな

がらということになります。ハローワークなり

どこかにつなげば、その地域の関係機関との連

携ができてというふうになると、我々も２年間

の訓練を経て地元に返すということがやりやす

くなるので、そういうふうな状況をつくってい

きたいと思っています。

雇用率の影響は、まだ具体的には出ていない

と思いますが、関心の高まりをすごく感じてい

ます。

【野中】 ありがとうございます。桶谷さんか

ら、核となるような場所やネットワークが欲し

いという話でした。それから、社会適応訓練事

業と、各種雇用事業との連携がもう一つうまく

いかない。そこをどううまく連携するかという

ことも、我々は課題として持っていますね。最

後に、井口さん、お願いします。

【井口】 連携とネットワークの違いを私なりに

お話ししたいと思います。ネットワークという

言葉は非常によく使いますが、深く考えたこと

のない言葉の一つであります。連携というのは、

当然、自分たちの機関の利用者が、自分たちで

提供できないサービス・支援があるときに、提

供できる機関にお願いをするというのが連携と

いうのかという気がしていますが、ネットワー

クはそれとは違うだろうと。もっと機能的なも

のじゃないかという気はします。

それから、制度改正の影響ですが、まだ顕在

化されたものはあまりないように思います。ま

だまだ障害をオープンにしてという人が少ない

こともあるでしょうし、なおかつ、手帳所持者

というのもまた限定されるでしょう。リワーク

支援を受けた方９名のうち手帳を持っていたの

は１名だけです。そんな状況の中で、障害者と

して確認するということが、やはり企業として

も大変だという問題があるのではないか。そこ

は時間がかかるのではないかと思っております。

【野中】 ありがとうございます。連携とかネッ

トワークという言葉だけがちょっと躍りすぎて、

実際に使っているお互いの意味が違うこともよ

くありますので、もう少し違う言葉を使って具

体的な話を進めていくのがコツかもしれません。

では井口さんから、もう少しネットワークの

就労支援事業の今後のあり方、あるいはこうい

う点は注意したほうがいいのではないかといっ

た点をお教え下さい。経験の上から何かござい
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ますか。

【井口】 先ほどご紹介したハローワークがまず

先導して、チームアプローチをしていくという

取り組みが今年度から始まったというのも１つ

の方法でしょう。民間の施設や団体がなかなか

動きがないというところには、そういうことで

始めることが非常に効果的な場合もあるでしょ

う。それから、民間の施設、団体が主導してい

ろいろな動きがもう既にある、どんどん動いて

いるというところは、行政がいかにバックアッ

プするかという役割があるのではないかと思い

ますし、他にもいろんな形態があると思います

が、それは多様化を認めていくという方向で良

いのではないかと私は思っています。

連携とネットワークの違いは、先ほどちょっ

と言いませんでしたが、連携は、やはり自分た

ちの利用者のためだけに何か他にお願いすると

きに連携という言葉をよく使っていている気が

します。ネットワークは、地域の障害のある方

で何か支援を求めていらっしゃる場合に、いろ

んな機関がうまく機能的に効率的にかかわる仕

組みだと思っています。その方法というのは、

いろんなやり方が地域によってあるのではない

か。それをそれぞれの地域で模索するというの

が大事だと思っています。

【野中】 今お話されたのは、地域によって形態

を変えてもいいのではないか。この地域は行政

主導型、この地域はリハビリテーション施設型、

この地域は社会復帰施設型、この地域はNPO

型、いろんなネットワークがあっていいのでは

ないか、こういうご意見ですよね。これが正し

いと思うのですが、今までは、予算がこう決ま

っているからこうしなくては使えませんという

形で、結局、形だけの事業になることが多かっ

たですね。今度はその地域でどんな形でつくっ

たらいいかということを、委員会か、協議会か、

とりあえず核となる人が集まって始まるわけで

すね。井口さん、いかがですか。

【井口】 そうですね。昨年の職業リハビリテー

ション研究発表会で田中教授がいろいろネット

ワークについてお話をされていて、起点者がい

ろんなパターンがあり、その場合の特徴とか、

幾つかお話をされているようですし、それから、

ネットワークはその開放性とか柔軟性が非常に

大事だというふうなことも言われていますが、

いずれにしても、今言われたように、始めをど

うするかというのは、何か関係者が当然協議す

る必要があると思います。

【野中】 そこはちょっと面白そうな展開になり

そうですね。

次に、リワークのところはここ近年注目され

ています。うつ病とリワーク、そこにも地域の

ネットワークがあると、企業としてもやりやす

いし、一方で、医療機関の方からも進みが早い

というので、このリワークを企業の外、医療機

関の外に設定できないかどうかということにつ

いてはどうでしょうか。どんな形が考えられる

のでしょうか。

【堀川】 現在、私どものところでは、リワーク

というシステム、社会的なシステムを利用しな

いこともありまして、まずは会社に出社する以

前に、通勤練習とか、生活パターンの確立とか、

そういうレベルから始めなければいけないわけ

です。これは治療がきちんと行われているとい

うことが前提です。我々からすると、自主的に

図書館や公民館に通ってもらったり、近所の駅

まで来てもらったりという出勤練習前のゼロ段

階のところをやってくれるところが、現状では

なかなかない。そういうところが身近にあれば、

我々としても、その次の段階をスムーズに持っ

ていけるのではないかと思っております。

【野中】 堀川先生のおっしゃっているゼロ段階

を企業外につくらないと、企業としてもかなり

つらいということですね。

【堀川】 そうですね。それと、私の会社には産

業保健スタッフが相当いますので、かなり手助

けできますけれども、世の中で働く９割の方は、

中小企業で働いているわけですから、そういう

スタッフを持っていないわけです。さらに、そ

れよりもプラス・アルファのところもまた民間
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あるいは公共のリワークシステムの中でやって

いかなければいけないので、もうちょっとさら

にプラス・アルファ、ハイレベルのところも、

先々はやってもらわないといけないのかなと思

っております。

【野中】 こうなると、診療報酬で行われている

精神科デイケアというのがあり、これが今ちょ

っと縮小されるのではないかという戦々恐々た

る時期に入っていますが、ここが統合失調症だ

け焦点を当てるのではなくて、リワークにも焦

点を当てるという生き延び方が実はあるという

発想も良いと思います。

大場さんはリワークに関してはいかがですか。

リワークというよりも、大場さんの立場でいく

と、調子が悪くなったときに相談できるネット

ワークとか、ちょっと休む際のお手伝いが企業

の外にあるとやりやすいのではないかというお

話でしたね。

【大場】 そうですね。リワークに限らないです

けれども、うちの相談窓口というのは、保健所

の担当保健師です。雇用している当事者で体調

を崩した方がいて、私はすぐに保健所に電話し

ました。そうしたら、保健所の保健師がすぐに

行動を起こしてくれ、さらに市の担当保健師や

ハローワークの担当の方も動いてくれました。

その方は社会適応訓練からトライアルを使って

雇用した統合失調症の方ですが、２週間で復帰

できました。復帰する時にも、ハローワークの

担当の方が職場に来て立ち会ってくれました。

何かあるとすぐ対応してくれるという面が、こ

のネットワークの延長線上にありますので、私

ら企業としては、頑張れる要素にもなっている

と思います。

【野中】 具合が悪くなったときに、保健婦さん

もハローワークも一緒になって手伝ってくれた、

このネットワークはどうやってうまくできたの

ですか。

【大場】 平成14年に厚生労働省の精神障害者自

立啓発事業がスタートし、東北・北海道地区ブ

ロックセミナーが宮城で、私が実行委員長にな

ってやりました。そのときの合い言葉が、各地

域でネットワークをつくって定期的に活動して

いきましょうというタイトルでした。そこで、

自分の住む地域の保健所の保健師に働きかけて、

ハローワークに働きかけて、それが今でも続い

ているということです。

【野中】 大変参考になるお話でした。これまで

何度も事業や制度で地域ネットワークづくりを

しかけてきたのですよね。しかし、全部立ち消

えになってしまう。そこで生き残るのは、たま

たま核となる人がそこにいるかどうかが、その

地域ネットワークが存続する大きなポイントに

なるのではないかと思います。

桶谷さん、どうでしょうか。全国に訓練を終

えた障害を持った人を送るわけですね。そうい

うときに、どこの地域だとやりやすいとか、こ

こに送るのは大変だとか。そうすると、地域ネ

ットワークをどういうふうに外側から刺激して

いくのかとか、そんなお話が何かございますか。

【桶谷】 実際に我々としては、利用者の地元に

返して、そこで仕事を見つけて働き続ける支援

を用意するという、そういう必要性にかられて

動き始めたのです。ですから、職員は近県に出

かけて関係機関と利用者をつなぐ活動を行って

います。ただ、遠隔地は費用面からも難しく、

地元の信頼できる人につないで、その人からさ

らに支援機関につないでもらうというような形

でやっていくしかないかなと思っています。

これは全家連がやっている施設ですから、全

国的なネットワークがあり、多少できるかなと

は思うのですが、なかなか難しいですね。ただ、

これはハートピアならではの事情ですが。多く

の授産施設等では、地元のネットワークという

のがそれなりにあると思いますし、何よりも知

的障害の人たちを中心につくられてきているネ

ットワークとどううまくつながっていくかとい

うことが、精神障害の分野から見れば重要なこ

となのかなと思います。

【野中】 ありがとうございます。

まだ議論を続けていたいのですが時間が来て
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しまいました。この法律改正にあたって、来年

から精神障害を持つ方々の就労状況というのは

変わり得る可能性が大きいと思います。そうい

う時にこのパネルディスカッションができてよ

かったと思います。今回得られたアイデアは、

次のようにまとまるかもしれません。

まず１つは、地域によって形態が異なるネッ

トワークをつくる可能性がかなり出てきた。事

業としても、都道府県ごとにお金のつくネット

ワークがつくれそうだという点です。しかも、

それは少し柔軟な形でやれそうだ。これを生か

すも殺すもその地域次第というところがあろう

かと思います。その際に、全国から見てどこが

窓口なのかを明らかにしていただきたいもので

す。

２番目には、セカンドオピニオン体制という

ものがどうも必要になってきている。日本中の

あらゆるお医者さんや社会復帰施設が、雇用の

問題についてすべて有能だということはあり得

ませんので、その地域で障害者の雇用に関して

適切な助言がいただける人が誰なのか、そこか

らどのように助言をしてもらう体制をつくるの

か。これは現実的な話だと思います。

３番目には、リワークをしていく職場復帰の

問題はさらに増え、最終的には復職問題が残っ

てきます。そうすると、復職に関しても、すべ

て企業に任せるとか、産業精神保健の場面に任

せるというのでは無理があって、そこの企業に

戻す前のゼロ段階支援ということをネットワー

クの中で準備しておく必要があろうかと思いま

す。

４番目には、顔の見えるネットワークにして

いく。今度の事業でも、大きなネットワークが

一つの県に一つあったとしても、各地域に顔の

見える小さなネットワークをどうつくるかとい

うのが課題になってくると思います。それをや

るにしても、最も重要なのは、核となる人、熱

心な人、本気になる人、続けてそこにいられる

人、３年で異動しない人、そんな核となる人と

いう存在がやはり重要だろうと思われます。

５番目には、やはり障害者自身のセルフケア

能力を伸ばしていく、そういうことを支援する

場、服薬の問題、ストレス対処法、それから、

ハローワークの使い方、保健師の選び方、医者

の選定の仕方、そういうことが障害者自身でで

きるようにセルフケア能力を伸ばすような場面、

これをつくることが重要なのではないかといっ

たお話が出たのではないかと思います。いずれ

もとても重要な話で、何とか現実に持って来れ

そうなアイデアが今日は出たと思います。

長時間ご清聴いただきまして、大変ありがと

うございます。それから、パネリストの４人の

先生方、大変貴重なお話を、ありがとうござい

ました。
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発達障害者の職業リハビリテーションと
関係機関の役割

コーディネーター：大妻女子大学人間関係学部教授・よこはま発達クリニック院長 内山登紀夫
メインコメンテーター：障害者職業総合センター職業センターセンター長 佐藤　修一

社会福祉法人電機神奈川福祉センター常務理事 志賀　利一
千葉県発達障害者支援センターセンター長 與那嶺泰雄
東京都立あきる野学園養護学校主幹 原　　智彦

第１３回職業リハビリテーション研究発表会 特集２  

【内山】 本年４月に発達障害者支援法が施行さ

れ、その結果、発達障害者の就労支援を充実さ

せることが非常に強く求められている現状にあ

ります。今日はコメンテーターとして、発達障

害者の職業リハビリテーションにかかわる機関

から４人の方においでいただき、各組織の現状

や就職に至るための課題についてご発言をいた

だくことになっていますが、その前に、発達障

害者支援法の中で大きなテーマとなっているア

スペルガー症候群、あるいは高機能自閉症とい

った発達障害について、簡単に説明させていた

だきます。

1943年にカナーが自閉症の概念を発表し、翌

年、アスペルガーが「小児期の自閉的精神病質」

という論文を発表します。しかし、アスペルガ

ーの論文は注目されず、自閉症といえばカナー

の論文にでてくるような重度の自閉症を意味し

た時代が続きました。1960年代から70年代まで

は、自閉症というと、例えば、66年のロッター

の研究では１万人に4.5人と言われたように、非

常に少ない障害、非常にまれな障害だったわけ

です。

79年には、イギリスのウィングという精神科

医とグールドという心理学者の２人が、自閉症

概念が狭すぎるのではないかといった反省から、

「キャンバーウェル・スタディ」という研究を行

い、自閉症と診断された子ども以外の社会性障

害のある子どもたちにも明らかに自閉症の特性

が見られることがわかってきました。80年にな

って、やっとAPA、アメリカの精神医学会が

「DSM－Ⅲ」の中でPDD（広汎性発達障害）と

いう概念を発表し、ここで正式に自閉症が発達

障害の中に組み込まれました。

そして、81年にウィングがアスペルガー症候

群の概念を紹介します。研究者というのは、非

常にピュアな診断基準に沿って厳密に診断して

研究するわけですが、ウィングたちは、研究者

とは違った視点から臨床的に見ていったわけで

す。よく誤解されるのですが、ウィングは、ア

スペルガー症候群を自閉症と区別しているわけ

ではなくて、自閉症と連続しており、クリアな

境界はないことを最初から強く示唆しています。

そして、三つの概念である社会性、イマジネー

ション、コミュニケーション障害は、カナーの

タイプとアスペルガーのタイプ両方にあり、そ

れを全部含めて「自閉症スペクトラム」と言い

ましょう、ということを提唱したわけです。

ウィングのクリニックでアスペルガーと診断

された人の過去の診断名を調べたら、何と30以

上ありました。いろいろな診断名が雑多につい

ているということです。逆に言うと、ウィング

のアスペルガー症候群の概念というのはかなり

広いということです。今、ウィングたちは、100

人に１人ぐらい自閉症スペクトラムはいるとい

うことをよく言っていますが、１万人に4.5人の

時代から随分広くなってきたということです。
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では、各コメンテーターの方にそれぞれの組

織で行っている業務についてご説明いただきま

す。まず、高齢・障害者雇用支援機構の佐藤先

生からお話しいただきます。

【佐藤】 私が所属している機構の障害者関係の

業務を簡単に説明させていただきます。

まず、障害者職業センターの設置と運営とい

うことです。各都道府県に地域障害者職業セン

ターが置かれていて、リハビリテーション、相

談、評価、準備支援等を行っています。平成16

年度の利用者は、知的障害者が１万4,000人と大

部分で、身体障害者、精神障害者、その他の障

害者の順となっています。発達障害者は近年非

常に増加しつつあるというのが現状です。

障害者職業総合センターで行っている研究、

技法開発、研修の中で、私が今所属しておりま

す職業センターでは、現在、精神障害者、高次

脳機能障害者、それから発達障害者に関する職

業リハビリテーション技法開発を行っています。

本日のテーマであります発達障害については、

職業センターで16年度に有識者会議を開催し、

地域における連携体制の確立、学校卒業予定者

のニーズの把握、発達障害者支援センターのコ

ーディネート機能、支援技法の確立、啓発と関

係機関への情報提供という５点の職業リハビリ

テーションの課題を整理したところです。

また、Ｑ＆Ａ形式のガイドブックをつくり、

ハローワーク、発達障害者支援センター、就業

生活支援、それから、私どもの地域障害者職業

センターに配布しました。内容は、発達障害と

はどのような障害で、どのような配慮が必要か

というものです。今は障害者職業総合センター

研究部門のホームページにPDFでアップロード

してありますので、必要な方はダウンロードを

お願いしたいと思います。

17年度からは、発達障害に関する支援技法の

開発を行っています。対象の障害は、知的障害

を伴わない自閉症、アスペルガー症候群、それ

から、ADHD（注意欠陥多動性障害）、LD（学

習障害）に限定し、内容は、就職前の個別的な

アセスメントと就業にあたっての環境整備です。

【内山】 ありがとうございました。次に、電機

神奈川福祉センターの志賀先生からご説明いた

だきます。

【志賀】 私たちの施設は、定員50名の療育手帳

を持たれる知的障害の方の授産施設です。平成

13年度以降の約５年の間の入所者は99名で、退

所者は59名です。退所者のうち、就労者が43名

で、それ以外が16名です。就労者43名のうち、

既に７名の方は離職されており、そのうち、４

名の方は再入所されているというような状況で

す。

私たちの現場では、特にここ数年、企業等へ

の就労と福祉や教育の現場との較差がどんどん

広がっていてなかなかこの差が縮まらないよう

なような気がします。もちろん、企業の方でも

委託訓練等で体験的な就業の経験ができる場が

あったり、障害特性に配慮した雇用管理の方法

やジョブコーチ等の外部の人的な支援を使った

りして、なるべくこの幅を狭めようとしている

努力があるようにも思えますし、施設の方でも、

いわゆる職業能力あるいは適性の評価をきっち

りしたり、準備訓練、作業学習を丁寧にやると

いった話をされていますが、なかなか狭くなっ

ていないのが現状です。

実態としては、例えば、毎日働くという基礎

的な働く習慣がない、知的障害者向きの仕事だ

なと思う職場に出せる人がいない、十何キロの

荷物を上げ下ろしする体力がない等、働く障害

者自身の力が落ちているように思います。です

から、従来型のいわゆる昔ながらの作業所や授

産施設のように、とにかく一日働いて、低いな

がらそれなりの賃金をもらうといった場所が逆

に必要で、軽作業で週30時間程度働ける能力を

持つということが非常に大切だということを最

近痛感しています。

私たちの職場に来る方は、短くて２～３ヶ月、

長くて１年半程度で就職が決まります。大体２

～３ヶ月で就職できるかどうかがわかります。

ところが、最近、２年以上かかって就労される
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自閉症の方が何名か出てきました。１人は、養

護学校で１年間に100日ぐらいしか出席できな

かった方で、もう１人も、養護学校で大声を出

して先生やほかの生徒を突き飛ばしたりとか行

動上の問題が激しい方です。２人とも、授産施

設の作業をやっているときは比較的安定してい

ますが、何らかのきっかけで暴れたりというこ

とがありました。

学校との比較ではありませんが、私たちの施

設では、集団のプログラムではなくて手作業の

仕事が中心で、一人でできる活動が常にありま

す。マイペースで休憩時間も取れたりできる中

で、２～３年の長いスパンで安定した生活をし

ていくうちに、企業に就労できるレベルに落ち

着いてきた人がここ数年何人かでてきたという

のが新しい発見でした。こういった、日課が安

定していて自分のペースで仕事ができる環境と

いうのは、作業や通所がある程度できる人の就

労にとっては、大きな役割があったのではない

かなと感じています。

【内山】 ありがとうございます。次に、千葉県

発達障害者支援センターの與那嶺先生に支援セ

ンターについての解説をしていただきたいと思

います。

【與那嶺】 発達障害者支援センターは、平成14

年10月に国の事業として全国12カ所に設置され

ました。これまで制度のはざまで支援が届かな

かった高機能アスペルガーの方々を何とか支援

していこうというのがこの事業ができた一番の

根拠だと思います。現在では、全国で23カ所で

きていると思いますが、平成19年度までには、

都道府県、政令市に少なくとも１カ所ずつは設

置していこうというところです。

事業の中身については、発達支援、相談支援、

就労支援と、普及・啓発・研修活動という四本

柱の設定になっています。スタッフについては

正職、社会福祉、心理を含めて４人という枠の

中で、運営費については大体2,500万円弱という

形で運営されています。

課題としては、東京都の人口1,200万人に対し

て１カ所とか、佐賀とか鳥取あたりだと、６～

70万人ぐらいに対して１カ所といった人口比の

問題、あとは、北海道で言うと、函館のセンタ

ーから道北の方へ行くには、泊まりがけでなけ

れば支援ができないというような地理的な問題

など、その辺のバランスもこれからの課題なの

かなと感じています。

千葉県でも同じような形でやっていて、私も

就労支援の担当ということで相談を受けていま

す。相談に来られる方のほとんどが高機能アス

ペルガーの方で、相談の概要は、どういうとこ

ろでどのような支援をしているかという情報の

部分と、事業所の面接に同行してほしいとか、

職業の適性検査を受けたいけれどもどうすれば

いいかという訓練の部分と、就労だけではなく

て手帳とか医療機関の情報とか、日常の活動場

所はどこがいいかなどさまざまな相談に対応し

ている状況です。

相談を受けていて感じることは、体力的な部

分などの作業スキルというよりも、どうも高機

能アスペルガーの方は、きちっと通えるか、精

神的に安定していられるかといった精神的な部

分での弱さというか、就労前の段階に課題があ

るという方が多いということです。と同時に、

アスペルガー、高機能だけで見ていると、精神

科的な疾患かもしれないという部分もあって、

医療的な視点も必要ではないかと感じています。

すぐに就労という形につながる方はごくまれ

で、日常の生活、活動の場をどこに置くかとい

う支援のほうにどうしても重点が置かれてきま

す。そうなると、福祉的な就労に際してどうし

ても問題になってくるのが手帳の部分です。な

かなかそこまでにもつながらない方は、精神の

ほうのデイケアやフリースペースといったとこ

ろに週に３日とか半日ぐらい通いながら自分の

居場所を見つけるというような形の支援になる

こともあります。

就労支援機関との連携については、メインに

は職業センターのほうでインテーク面接の同席

から職業評価まで含めて連携をとらせていただ
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いています。あとは、県の障害者の職業訓練コ

ーディネーターという方との連携もとっている

のですが、パソコンの訓練を受けている発達障

害の方への訓練の中身や支援の仕方について、

直接出向いて行ってアドバイスをするというよ

うなこともしています。

今後については、機関との連携において、支

援センターでかかわらせていただいたケースを

職業センターで開発しているプログラムの中で

きちっとした評価やトレーニングをしていただ

きながら、就労につなげられるようにしていき

たいということです。これからそのプログラム

が確立されれば、支援センターとして連携しな

がらうまく活用していけるのではないかと期待

しているところです。

【内山】 最後に、養護学校のお立場から、原先

生お願いします。

【原】 都立あきる野学園は、東京のちょうど

西、山梨県、埼玉県に隣接する地域にあります。

平成９年に開校して今年で９年目を迎えるわけ

ですが、児童・生徒の在校数が開校時の２倍に

なってきています。高等部卒業段階の進路状況

は、肢体不自由部門と知的障害部門を合わせて

約３割、知的障害部門だけですと約４割の方々

が、開校以来一般企業に就職しています。そう

いう中で、高等部段階での進路指導を中心に仕

事をしています。

高等部段階における支援の実際について、職

業教育の充実という授業改善の部分と、「個別の

教育支援計画」によるネットワークの構築とい

う２点から養護学校の現状についてお話しした

いと思います。

職業教育の中核となる作業学習では、「見通し

を持った知識・技能の習得」を目指し、４つの

作業班が編成されています。平成12年頃から、

企業の方々に作業学習の助言者として学校に来

ていただいて、特に、パソコンを使った職域に

ついてのアドバイスをたくさん受けました。東

京都は、平成17年度より知的障害養護学校23校

に企業等アドバイザーを各校２名ずつ配置して

います。学校の教員だけで授業づくりをするの

ではなく、実際の就労現場の方々からアドバイ

スをいただきながら授業を改善していくという

動きが本格化してきているわけですが、こうし

た取り組みが養護学校の中で進んできているよ

うに思います。小集団のグループをつくること

であるとか、教材の工夫として視覚的な手がか

りを多用したり、１日体験等の短期の就業体験

を取り入れたりといった工夫が各学校で始まっ

てきています。こうした授業の改善を行う中で、

一人一人に対する配慮等をしっかりと引き出し

て、支援方法を開発していくことが学校の役割

だろうと思いますし、それを次の支援機関に引

き継ぐことが大切だと考えています。

その方策として、高等部在学中と卒業後３年

の概ね６年間、本人を支えるネットワークを構

築するためのツールとなる「個別の教育支援計

画」の一部である「個別移行支援計画」を開発

し、活用し始めてきています。平成17年度まで

に、すべての盲・ろう・養護学校に在籍する児

童・生徒の「個別の教育支援計画」を策定する

よう準備が進んできていて、学校と地域生活の

両方の充実をめざした個別支援計画が立てられ

るようになってきました。

就職に向けての支援、進路指導がどのように

行われているかという具体的な事例としては、

報告、連絡、相談等のコミュニケーションの面

に課題がある方に対してスケジュール表を活用

したり、学級の中でプラス評価をしていきなが

ら本人の意欲や力を引き出すという取り組みを

しました。また家庭でも同じような取り組みを

していただきました。その一方で、実習先の企

業では、報告、連絡、相談に関するせりふカー

ドを活用しながら、ジョブコーチにも入ってい

ただいて、本人の様子を見ていただくと同時に

会社側への支援もしていただきました。こうし

た各機関の支援を受けて現在安定して働いてい

る方がいます。

他の事例では、自己流の手順で仕事をしてし

まうとか、場面に適した言葉遣いや報告が困難
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であった方に対して、写真等を多用して具体的

な指示書をつくりました。表情・言葉カードも

作って学校と家庭では効果を上げましたが、実

際の就業現場では、忙しくてこうしたカードを

見る余裕がなかったので、こちらもジョブコー

チの支援を受け今安定して働いています。

２つの事例から、学齢期において卒業後に支

援を受ける関係機関、関係者としっかりと出会

っていくこと、そのためには一人一人に合わせ

たノウハウを開発して、それを次の中心的な支

援機関、または事業所の方々に引き継ぐコーデ

ィネートを学校がしっかりと行っていくことが、

卒業後の安定した就労につながると考えていま

す。そうしたネットワークをつくるためにも、

一人一人の支援計画である「個別移行支援計画」

というものを活用していきたいと考えています。

【内山】 ありがとうございました。では、次の

話題に行ってご意見を伺いたいと思います。

発達障害者支援法が今年の４月から施行され

ました。いろいろな批判もありますが、我々専

門家、親の会の方たち、事業者の方たちがそれ

ぞれうまく連携して、この法律を実のあるもの

にしていきたいと思っているところです。

いろいろな領域や地域によってかなり支援法

の影響は違うと思います。支援法ができてこう

いったいいことがありましたという報告をもら

うこともあるし、全然変わっていませんという

ような苦情もよく聞かれます。それぞれの先生

方に、支援法ができたことにより今までと比較

してどういう変化があったとか、変化の兆しみ

たいなこと、あるいは、こういうふうに変えた

ほうがいいのではないかという点があればお聞

きしたいと思います。

今度は原先生からお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。

【原】 ちょうど今、教育の分野では特別支援教

育体制が進んできています。各養護学校には地

域支援部というような分掌組織があり、あきる

野学園の場合には相談支援室ができているので

すが、地域の小中学校と連携しながら、特別な

ニーズのある方々を支援するという役割を担う

分掌ができてきました。そして、地域の小中学

校とのつながりが深くなりつつある中で、特別

支援教育コーディネーターというものが小中学

校や養護学校にも配置されるようになりました。

それから、各小中学校のほうから、発達障害

に関する先生方の研修会ということで、相談支

援室または地域支援部の先生方が呼ばれること

が多くなったように思います。また、巡回相談

という形で、小中学校の担任の先生方の相談に

のったり、支援機関を紹介するというようなこ

とも始まってきています。いずれにせよ、発達

障害者支援法ができたことによって、教員の意

識、関心が高くなっていることは確実だと思い

ます。

また、高等部段階からの入学者については、

入学相談という事前の相談があるのですが、広

汎性発達障害である、LDである、自閉症である

といったお医者さんの診断を受けているという

方々の数が増えてきているように思います。そ

ういう意味では、発達障害に関する社会全体の

理解が以前よりは進んできているというのが実

感としてあります。

【内山】 次に、與那嶺先生お願いします。

【與那嶺】 まず、支援の対象にLD、ADHDが

含まれてきたことがこの４月から大きく変わっ

たということと、新聞やいろいろなメディアを

通じて発達障害のことが啓発されていますので、

もしかしたら自分もそうなのではないかという

方に対して医療機関の情報を提供するというよ

うな相談内容の変化もあります。

行政のほうでは、第10条の中の「都道府県、

地域障害者職業センター、公共職業安定所など

と連携をしながら、就労の機会の確保に努めな

ければいけない」という条文はかなり大きな意

味があり、労働局の方から就労に関する連絡会

を持ちましょうという働きかけがあったり、行

政の意識や認識がかなり強くなってきたと感じ

ています。

学校教育のほうでは、10条の２の中に「都道
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府県、市町村は必要に応じ、発達障害者の就労

のための準備を適切に行えるようにするための

支援が学校において行われるよう必要な措置を

講ずるものとする」とあり、学校教育の段階か

ら就労の視点を個別支援計画の中に含めて考え、

社会に移行するということが書いてあるので、

その辺はすごく画期的でこれから大きく期待さ

れるところかなと感じています。

具体的な事業としては、今年度から３年間の

事業ですが、発達障害者支援体制整備事業や県

域体制整備事業ということで、都道府県の中で

ある県域を指定してコーディネーターを配置し、

そのコーディネーターがライフステージの中で

特別支援計画、プログラムをつくって全県に発

信していくような体制整備事業も始まりました

ので、その辺の成果がこれからでてきて発達障

害者の支援が大きく変わってくるのかなという

ようには感じています。

【内山】 ありがとうございました。では、志賀

先生、お願いします。

【志賀】 まず１点目は、LD、ADHDの問題で

す。質問でもあるのですが、成人期になって、

知的な障害を持たない純粋なLD、ADHDの方

が、私たちの就労支援の現場や福祉の現場でサ

ービスを必要とするのか、また、どういうサー

ビスを必要とするのか、ぜひ触れていただきた

いと思っています。

発達障害者支援法については、やはり発達障

害が非常に有名になり、これから福祉施設等の

勉強会をやっていかなくてはならないとか、連

携してやっていきましょうというように言って

いただけるようになったことは、私たちにとっ

ては非常にありがたい、非常に心強いことだと

思っております。

逆に、発達障害が有名になったために生じた

混乱としては、自閉症を捉える枠が非常に広い

こともあり、青年期・成人期になってから自分

が自閉症あるいは発達障害だと気付いたという

方が、相談に来られることが増えたことが原因

で生じるものです。このような方の多くは、従

来の知的障害者精神障害の施設サービスにはマ

ッチしないため、私たちの就労支援の現場に紹

介されるのです。ところがその中には、優先順

位としては明らかに睡眠時間の安定など精神科

医療等との連携を大切にしなければならない状

況の方もいるのです。診断としては確かに発達

障害なのですが、知的能力が比較的高い発達障

害の人のニーズを、知的障害者の支援を中心に

している福祉関係者は把握できない場合があり

ます。知的な障害が無い、あるいは軽易な発達

障害者向けの相談・ガイダンスができる専門機

関の不足が、私たち就労支援の現場で混乱して

しまう２点目の問題です。

【内山】 では、佐藤先生、お願いします。

【佐藤】 関係機関との連絡会議については、ど

の地域センターでも開催しているのではないか

と思いますが、全国的な組織ですので、地域に

よって温度差があるように思います。

それから、機構の研修の中で発達障害の時間

をつくっています。

また、法の制定以前からその人数が増えてい

るわけですが、ことに、高学歴の方がハローワ

ークから紹介されて来られています。従来の知

的障害を伴う方の職域と高学歴の方の職域がは

っきりと分かれているため、従来対象としてい

なかった職種や、今後の技法開発も含めて考え

ていく必要があるのかなと思っています。

【内山】 ありがとうございました。ここで幾つ

か突っ込んでみたいと思います。

先ほど志賀先生から、ピュアなLD、ADHDの

人の就労支援が必要かどうかという質問があり

ましたが、まず、ピュアなLDの人はそんなに日

本にはいないのではないかと思います。日本で

は、多分LDの範囲がすごく広いと思うのです

が、例えば、小学校のときに集中的にアセスメ

ントを受けてLDと診断された人たちが、大人に

なって再評価するとアスペルガーでもない中機

能から軽度知的障害を伴う自閉症となるケース

もあります。

診断の問題は突き詰めればいろいろあると思
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いますが、まだその診断に関しては非常に混乱

があるというのが日本の精神科医療の現状では

ないかということです。病院によって全く診断

が違うということがまだまだあり得る状況から、

皆さんにご迷惑をかけているのではないかと思

います。

発達障害者支援法に関しては、割とポジティ

ブな反応があちこちで見られているということ

でよかったと思います。

では、私から志賀先生に質問です。先ほど志

賀先生のほうから、２～３ヶ月見れば就職でき

るかどうかわかるという人が何割かいらっしゃ

るということでしたが、それは、志賀先生のと

ころに来たからわかるのか、例えば、学校でも

わかろうと思えばわかるのか、それとも、わか

らないのかという問題です。

もう１つは原先生に質問です。学校ではいろ

いろな変化があるが作業所では同じことをずっ

と繰り返すというように、学校と作業所ではや

ることが全然違いますね。移行支援ではその辺

はどういうふうに認識されているのかお聞きし

たいと思います。

【志賀】 職場との相性などもありますが、長く

ても２～３ヶ月、ほとんどの人は比較的もっと

短期間でまず大丈夫だろうという自信が持てま

す。会ったその日にわかる人もいます。これに

ついては、学校で長年進路指導をやられて一般

就労者をたくさん支援している先生方の意見と、

個人的にはほとんど変わりがなくずれることは

ありません。

【内山】 では、原先生、お願いします。

【原】 学校と進路先では大きく環境が異なりま

す。そこで、移行支援計画をつくっていくとき

に、やはり一番大事にしていたのが、いかに専

門機関または支援機関の方々を本人のまわりに

集めていくかという部分だったわけです。医療

の部分においても、やはり主治医の先生方など

にアドバイスをいただくということを大事にし

ています。そういうことをぜひ次の支援計画や

事業所に伝えていきたいと思っています。

そういう中で、10年ほど前に比べて、随分学

校現場でも一人一人への配慮、または、教室環

境だけではなくて、支援方法も含めた構造化が

進んできているかとは思っています。

【内山】 ありがとうございました。

では、今度はジョブコーチについて伺います。

皆さんいろいろな機関でかかわっておられる中

で、それぞれのあり方が違うと思います。ジョ

ブコーチという名前もいろいろな使われ方をさ

れているようですし、ジョブコーチをやってい

る方たちの資質というか、受けた教育とか、年

齢とか、経験とかも随分違うという印象があり

ます。おそらくジョブコーチの人の待遇も、そ

の人が属している機関によってかなり違うだろ

うと思います。

最近ジョブコーチ制度に変更があったという

ことですが、その点について、まず佐藤先生か

らご説明いただいて、各先生方にもお話を伺い

たいと思います。

【佐藤】 ジョブコーチについては、いろいろな

機関で、いろいろな名前で、多様な事業が行わ

れていますが、機構が行っている事業について

説明します。

機構が行っているジョブコーチは、職場適応

援助者という法律上の用語を持っています。16

年度中に新たに支援を開始した対象者が2,960人

で、１人あたりの支援日数が一定の期間中17日

ぐらいです。定着率が６カ月後で83％というの

が実態です。

この職場適応援助者の制度は、10月１日から

大きな変更があり、企業が障害者を雇用してそ

の人に合わせて援助者を置くと、給料の一部を

補てんするという新たな職場適応援助者助成金

の制度ができました。そして、今まで行ってい

た協力機関型と呼ばれるものも助成金制度に新

たに移りました。納付金会計になると、今まで

よりは金額の総額の上限が緩くなり、より大規

模な数でできるということだと思います。詳し

いことは機構のホームページ等に載せています。

【内山】 どうもありがとうございました。

62 職リハネットワーク　2006年３月　No.58

03：特集２.qxd  06.3.17 19:22  ページ 62



そのように制度が変わったということですが、

ジョブコーチのあり方、あるいは有効性につい

て、そのジョブコーチと協力する立場にある原

先生からまずお伺いしたいと思います。

【原】 移行支援の部分において、ジョブコーチ

は私たち学校現場の者にとって大変助かってい

るというのが現状です。特に事業所の皆さんも

ジョブコーチについての理解が深まっていまし

て、最近は事業所のほうから、卒業後にジョブ

コーチが活用できるのかどうかという質問を受

けることも多くなってきました。実際の就労に

入ったときに安定して働けるかということがや

はり一番問われますので、そういう意味では、

学校卒業後にそうした制度やサービスを使える

というのは、企業、事業所の方にとっても安心

材料になるのだろうと思います。そういう意味

で、学校在学中に支援機関の紹介を兼ねて、一

緒に事業所訪問をしていただくとか、引き継ぎ

の工夫をしているところです。

あとは、ご本人への支援として、中学校段階

から高等部に入ってくる生徒さんの中に、小学

校、中学校時代にいじめを受けたり、不登校の

経験がある方が意外と多いので、支援者との良

好な人間関係、いわゆる、学校の担任の先生だ

けではなくて、進路の先生や事業担当者とも同

じように良好な関係が持てるといった、対人関

係の部分がしっかり育ってくると、ジョブコー

チの方への引き継ぎ、または、事業所の担当者

の方への引き継ぎというのもうまくつながると

思います。小学校、中学校時代の負の経験をい

かに解消して、自分自身に対する自信を持って

もらえるかどうかも高等部段階の大事な役割だ

ろうと思っています。いい制度ですから、なお

のこと有効に使えるようにするためには、生徒

本人の自分の得意なところを自信を持って伸ば

せるように、教育の責任というか役割があるよ

うに思います。

【内山】 ありがとうございました。

私は精神科医なのでうまくいっていない人を

中心に診ることが多く、ネガティブに考えてし

まいがちなわけですが、そういう心の傷が就労

に差し支えるというケースはたくさんあると感

じています。１つは、いじめの問題で、もう１

つは、親・教師の問題です。親御さんや教師が

普通になることを求めすぎることが大きな傷に

なって、対人関係が難しくなっていることも結

構多いわけです。

では、今度は志賀先生、お願いします。

【志賀】 いわゆる職場適応援助者事業は私たち

の職場では全くやっていないのですが、自治体

によっては単独のジョブコーチ事業を行ってい

るところもあります。職場に人的な支援をする

ということ、職場と障害を持たれている本人、

あるいは家族との中間に立つ存在があるという

ことは、今までの知的障害、あるいは発達障害

の人の就労件数がどんどん増えている現状から

すると、非常に有効であったと考えられます。

今回のテーマである自閉症の方の典型的な例

としては、ある自閉症の方が特別養護老人ホー

ムのリネン関係の仕事に就かれました。仕事自

体は非常にまじめなのですが、リネンしたもの

を各部屋に配りに行くときに、そこに出入りす

るお客さんや入居されている方と長話をしたり

してトラブルになるといったことがありました。

そういう時にやはり発達障害のことを理解して

いるジョブコーチがいれば、むやみに注意した

り叱ったりするのではなく、職場と調整して、

部屋に配りに行く時間をなるべくお客さんが来

ない時間に変えたりといった配慮ができるわけ

ですから、まさに発達障害を理解している支援

者が、実際にその職場に行って一緒にやってみ

ないと気がつかないことであって、制度として

も非常に有効なものだと思います。

一方、ジョブコーチとして仕事をしている職

員の立場からすると、最近は新しい悩みがでて

きています。職場との連携、家族・本人の支援

をするという中間の立場にいますので、場合に

よっては、ご家族なり本人なりに、離職をしな

いためにはこういった努力をしたほうがいい、

こういったことが今課題になっていますという

職リハネットワーク　2006年３月　No.58 63

03：特集２.qxd  06.3.17 19:22  ページ 63



ことを、ジョブコーチが口伝えでわかりやすく

丁寧に説明することがあるわけですが、本来は

障害者を支援する立場の人間がそういう注意を

するのはおかしいと、福祉施設の職員の方とか

福祉事務所等の方から批判があったり、また、

企業の方が直接障害者に注意したり指導したり

する前に、最初にまずジョブコーチを呼びつけ

て叱るという、怒られる役割がだんだん定着し

てきたというように、中間に立っているがゆえ、

新しい職種であるがゆえの悩みを抱えていると

いうのが現状です

【内山】 ジョブコーチには叱られ役という役割

もあるのですね。

では、與那嶺先生、支援センターとジョブコ

ーチの関係についてはどうですか。

【與那嶺】 ある１つのケースにかかわったとき

に、企業としてはジョブコーチに入ってもらい

ながら一生懸命やっている。しかし、保護者か

らは障害特性をもっと理解してほしいと一方的

に要求されてくる中で、お互いの揚げ足取りに

なってしまってうまくいかないということがあ

ったわけです。そのように、大人としてのコミ

ュニケーションがとれていない中でどう整理し

ていくかという状況のときにジョブコーチに求

められるのが、具体的な支援について伝える能

力、調整する能力だと思いますし、それと同時

に、ご本人だけでなく保護者に対する支援やカ

ウンセリングを行うということも結構求められ

てくるのかなとは感じています。

【内山】 ありがとうございました。

私自身の経験でいくと、この人は就労できそ

うかできそうじゃないかと悩んだときに、職業

現場にいるジョブコーチの人から意見を聞くこ

とはとても役に立っています。

今、ジョブコーチが有名になって、親御さん

としては、あるいは、学校の先生もそうですが、

就職は無理だとか、家から出ることさえ難しい

という人でも、ジョブコーチがつけば何とかな

るのではないかというジョブコーチにかける期

待が非常に強い状況になっていると思います。

ただ、それでもやはり就労は難しいという場

合には、逆に、期待が落胆に変わり、落胆が非

難に変わり、「何だ、ジョブコーチでも何もでき

ないのか」というふうに言われてしまうことも

多くて、ジョブコーチの有効性はもちろんです

が、やはり限界についてもきちっとアピールし

ていく必要があるのではないかなと考えていま

す。

アスペルガー、高機能自閉症と一口に言って

も、その人の行動特徴はさまざまで、やはり就

労が無理な人はいます。そういう人に関しては、

就労以外の場の確保というのも必要になってく

るだろうし、すべての人が就労だけが目標では

ないということも言えるのではないかと少し考

えていたところですが、今後、高機能自閉症、

あるいはアスペルガー症候群の人に対する職業

リハビリテーションはどうあるべきかといった

課題について話を聞いていきたいと思います。

原先生、知的障害の判定も含めてどうでしょ

うか。

【原】 高機能自閉症の方、アスペルガー症候群

の方で手帳取得が難しかったという経験を持つ

方の場合、事業所、企業の方々からすると、助

成金が使えるかどうかということ、または、雇

用率にカウントできるかどうかというのが非常

に大事なことになってきますので、高等部段階

では、ほとんどの養護学校が就職希望の方につ

いては地域障害者職業センターでの知的障害判

定、それから、知的障害の重度判定等のサービ

スを受けることを勧めています。

知的障害の判定で今後考慮していただきたい

部分は、ご本人の得意な部分、不得意な部分の

バランスが大きく違いますので、そうした部分

からＩＱを単純に使うのではなく、ご本人への

支援の困難さ、または、ご本人の生きづらさみ

たいなところにもっと重点を置いた判定が必要

だということです。それが結果的には事業所支

援や本人への支援にもつながると思っています。

そして、学校においても事業所や関係機関に、

きちんと支援方法や本人の生きづらさ、または
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支援の難しさなどの情報をしっかりと伝えてい

くことが、最も大事な役割ではないかと思って

います。

【内山】 ありがとうございます。

やはり学校は一番パワーがあると思います。

教員の資質という面でも、マンパワーの数とい

う意味でも。だから、これからもっと役割を担

っていっていただけるといいなと思います。

では、與那嶺先生、どうでしょうか。

【與那嶺】 もちろん学校も含めて、ハローワー

ク、職業センター、発達障害者支援センターに

しても、その連携が必要なのは明らかですが、

適正なアセスメントや訓練をしたのに就労がで

きないでそこで止まってしまったときに、ご本

人たちの働ける能力に合わせて実習の内容・プ

ログラムを変えていき、働くイメージをつけて

もらうというような機能を持った中間的な役割

を果たせる施設があると、もう少しその先の就

労につながる確率も高くなってくるのかなとは

思っています。

【内山】 去年見学した海外の就労支援場面で

は、その人は重度の人ですが、ジョブコーチが

マンツーマンでついて１日２時間仕事をした後、

あとはグループホームに帰ってずっとパソコン

でゲームをしているといった就労支援形態もあ

りました。そういう意味では、日本の場合はフ

レキシビリティが乏しいのかなという印象も受

けました。

では、志賀先生、お願いします。

【志賀】 雇用の現場では、法令による最低賃金

以上で雇用せざるを得ないという負担がかかっ

ている以上は、やはりある程度の働く力、労働

力が得られる方が対象になるというのはやむを

得ないと思うわけですね。

その中で、発達障害の問題を考えてみると、

やはり一番大きいのが、療育手帳や精神障害者

保健福祉手帳が取れない方が、最低賃金プラ

ス・アルファの雇用環境で働くためには、どう

しても手厚い支援や配慮が必要となるというこ

とです。現行のいわゆる雇用率制度の中にどう

いうふうに発達障害の方を当てはめるかという

のが、やはり一番大きい課題だと思っています。

どの人に手帳を出すべきか、どこで線を引くの

かというイメージが曖昧だし、発達障害の問題

を現行の就労支援あるいは雇用のルールに乗せ

るにはまだまだハードルが高いという認識でい

ます。

【内山】 そうですね。手帳の問題は、特に高機

能自閉症に関してはこれから多少混乱が生じる

のではないかなと思っています。

では、佐藤先生、どうでしょうか。

【佐藤】 １点は、直接事業所に対する情報提供

が必要だと思います。やはり具体的なものを出

さないと障害特性の理解だけでは難しいので、

就業なり定着の事例収集とわかりやすい形での

提供が必要です。

もう１点は、リハビリテーションにかかわる

職員が、これも障害特性の知識だけではなく、

相談の現場できちんと特性に対応した相談がで

きるようになることと、どういう支援でどうい

う結果を導いたというような支援の事例の蓄積

が必要かなということです。これからいろいろ

な課題が山積みされているので、まだまだ頑張

っていかなければいけないなと思っています。

【内山】 例えば、国立大学の大学院を卒業して

高い給料をもらっている人でも、実際に会って

診断してみるとアスペルガーだという人もいま

す。ではその人に手帳が必要かとなると、診断

と実際に必要な支援というのはやはりイコール

ではないと思います。ヘルプのニーズがあるか

ないかといったことをうまく評価して、必要な

支援の程度を決定するシステムがまだうまく機

能していないわけです。

また、知的障害の手帳に関しても、出す側と

してはやはりＩＱを一番信用するわけですね。

医者の意見よりもデータを優先する。そちらが

大事だと。そういったことも今後のさらなる課

題になっていくだろうと思っています。

では、よろしければ、フロアからご質問を受

けたいと思います。
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【参加者】 ジョブコーチが企業と本人と家族の

間で苦労をされているというようなお話があっ

たのですが、アスペルガーの方の職場での問題

というのは、コミュニケーションの問題が多い

ように思います。その場合に、すべてジョブコ

ーチひとりに任せておけばよいという問題では

ないと思うわけです。ですから、ジョブコーチ

の手を離れて職場の中でやっていけるような状

態にまでもっていくには、やはり本人の指導だ

けではなく、管理者も含めて会社側の方たちに

も雇用の仕方というものを指導していく必要が

あるのではないかと思うのですが、その辺のジ

ョブコーチの雇用者側へのアプローチの仕方と

いうのはどのようにお考えでしょうか。

【内山】 では、志賀先生と佐藤先生にお聞きし

ましょうか。

【志賀】 例えば、相性が悪いということであれ

ば担当者を代えたり、または配置転換をしたり

というように、企業のほうでも人事管理面での

配慮ができると思いますし、実際やっていると

思います。

また、企業としては、何らかの利潤を上げる

のが目的で、障害者を使ってもマイナスになら

ないようにするにはどうしていくかということ

ですから、その辺の考え方というのはジョブコ

ーチの範囲を超えてしまうわけで、どういうふ

うに障害者雇用をしていこうとか、そういう風

土をどうやってつくっていくかということにつ

いては、一人の支援、一つの支援だけではなく

ていろいろ考えていただきたいと言うしかない

し、逆に、本人、ご家族のほうには、あまり引

きずらないで離職をされたほうがいいという話

をすることもあります。そういった面では、や

はり就労がすべてではない。企業にすべてを求

めてはいけない。企業には企業の別の問題があ

る。そういう割り切り方もあるという話をさせ

ていただいています。

【佐藤】 我々が重視している点は、ジョブコー

チのサポートから事業所でのサポートにうまく

切りかえていくということが非常に重要なこと

だと考えています。なるべく早い時期から段階

的に取り込み、一緒に話をしていく、あるいは

一定の作業を振っていくということで、事業所

とジョブコーチの間でだんだんフェーディング

していけるよう努めています。

それから、個々のジョブコーチの性格や行動

パターンの違いである程度結果にばらつきが出

てしまうということもあると思いますので、き

ちんと対応できるように研修をしていきたいと

思っていますし、また、新たにできる企業内の

職場適応援助者が、これからどう拡大して、ど

ういう仕事をしていくかということが、今後の

課題かなと思います。

【内山】 どうもありがとうございます。では、

あと１問だけ手短にお願いします。

【参加者】 大阪障害者職業センターでは、昨年

より、在職精神障害者の方の職場復帰支援とい

う、いわゆる通所リワーク事業を立ち上げてい

まして、その利用者の中には認知機能検査など

の結果からPDDの特徴が窺われる方もいます。

そこで難しいのは、ではすぐにご本人にそれを

フィードバックできるかということと、あるい

は、復職への支援をどういうふうにしていくか

ということです。実際のところ、在職者の方に

復職支援をするにあたっては、やはりご本人に

自分自身の疾病や障害の理解を促すということ

がポイントになるかと思います。このあたりの

いわゆるジョブコーチの対象にならないような

在職の方々の問題についてご意見をお願いしま

す。

【内山】 私のクリニックにも何人かそういう方

はいらっしゃいます。職場において、いろいろ

な意味でトラブルが顕在化している人と、顕在

化はしていないけれども本人だけが非常に悩ん

でいるという２通りあると思います。顕在化し

ていればジョブコーチなどの支援はしやすいわ

けですが、職場にカミングアウトしていなくて

本人だけが悩んでいる場合は、非常につらい思

いをしていると思います。

そういった場合には、本人とのカウンセリン
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グを続けていく中で告知をして、自己認知・自

己評価を促していくことが大事だと思います。

自己認知と他者認知は結構違うことが多いので、

そのあたりを面接の中でフィードバックしてい

くということをしていますが、ただ、実際にそ

ういう方は仕事が続かなくなることが多いので、

あまり復職を焦らないようにという言い方をし

ていることが多いです。

では、皆さん、ご清聴ありがとうございまし

た。佐藤先生、志賀先生、與那嶺先生、原先生、

どうもありがとうございました。これで、この

セッションを閉じます。

03：特集２.qxd  06.3.17 19:22  ページ 67



68 職リハネットワーク　2006年３月　No.58

【徳弘】 昨年の第12回職業リハビリテーション

研究発表会では「医療リハと職業リハとの連携

をすすめるために」のテーマで、まず連携のポ

イントの見当をつけるためにワークショップが

開かれました。そして、次は何をすべきか継続

的に連携を論じることはできないだろうかとい

うことで、今回、「医療リハと職業リハの相互理

解の促進」のテーマでこのワークショップが開

かれたわけです。もちろん今後も継続的な努力

が必要だろうし、社会、医療の情勢が変化して

いく中でそれに応じて連携の形も変わっていく

だろうと思われ、一回、二回で終わるものでは

ないと思っています。

今回は、各コメンテーターの先生方や会場の

皆さんのご意見を集約して、次に何をなすべき

かということを結論にできればと思っています。

これで終わってしまうのではなく次に何をなす

べきかと考え、現状を認識して次につなげるこ

とがこのワークショップの大きな仕事になるか

と思います。

それでは、各先生方のお話に移りたいと思い

ます。最初は原寛美先生です。原先生は松本市

にあります相澤病院の総合リハビリテーション

センターのセンター長、リハビリテーション科

の統括医長をされておられます。急性期から職

業リハへ至るまでの流れをつくっておられるの

で、非常に参考になるかと思います。

【原】 日頃より職業リハにかかわる皆様には私

どもの患者さんに対する多大な援助等をいただ

きましてこの場でお礼を申し上げたいと思いま

す。

長野県松本市は北アルプスを臨む山岳都市で、

私どもの病院は市内の中心地にあります。救急

医療をやっていこうということで屋上にヘリポ

ートがあり、急性期病院、地域医療支援病院と

いう特性を持っています。したがって、急性期

から在宅まで一貫してフォローアップが可能な

わけです。その中で、比較的若年の高次脳機能

障害の方の復職までのフォローアップをしてい

くという仕事をしています。そして、高次脳機

能障害の急性期における見落としを絶対にしな

いで就労まで援助しよう、私たちの仕事は就労

させることが使命なのだという高い職業意識を

持っていこうといった位置づけでいます。

そのほかには、在宅リハビリテーションのシ

ステムをつくっています。また、急性期医療に

関係する一般病院ではありますけれども、職業

リハとの連携事例は年々増加していて情報交換

も日常化してきています。そして、職業リハか

らのフィードバックをもとに、次の事例をこう

すればいいのだというノウハウを培ってきてい

ます。

しかしながら、現状では、本当にノウハウが

確立されているかというとまだまだ模索をして

医療リハと職業リハの相互理解の促進
－高次脳機能障害者のリハビリテーション－
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いる途上で、その原因は、医学教育の研修カリ

キュラム、あるいはリハビリテーションのスタ

ッフ、PT、OT、STの教育カリキュラムの中に

職業リハというキーワードがないことにあると

思います。このあたりは一番大きなポイントで

はないかなと思います。

こうした中で、高次脳機能障害リハビリテー

ションを通じて，社会的再統合と認知機能の冗

長性を援助する視点から，より一層連携のモデ

ルを作っていく必要性があると思っています。

そして、職業リハを通じて復職をした症例の一

例一例をフィードバックして、情報提示をして、

道筋を示していくといったプロセスが求められ

ているのかなと思います。私は、高次脳機能障

害の方に対する援助のプロセスというのは、あ

たかもペルシャ絨毯を織り上げていくような緻

密で繊細な作業ではないかなということを常日

頃言っていて、そういったことを「高次脳機能

障害ポケットマニュアル」という形で出版させ

ていただきました。

現在、私どもは高次脳機能障害の長野県独自

のモデル事業において窓口業務を開始していて、

長野障害者職業センターから医学アドバイザー

の委嘱を受けて、医療的な評価が十分できてい

ないケースの再評価をするといった機能を持っ

ています。そういったことを通じてかなり職業

リハビリテーションとの関係づくりがなされま

した。そして、私どもの病院で評価等のリハビ

リテーションを行って、その後地域の病院に帰

すとか、作業所に紹介する、または再度職業リ

ハビリテーション、あるいは障害者職業総合セ

ンターに依頼するといった道筋をつくってきま

した。

高次脳機能障害について社会的行動障害とい

った言葉が使われますが、これは医療機関の適

切な診断やリハビリテーションが行われていな

いことが最も大きな原因ではないかと考えてい

ます。そして、ストレス因子が高じて適応障害

を起こしているのではないか。このあたりの適

切な診断をして、リハビリテーションを行って、

就労に対して適切な援助を行えば、このストレ

ス因子はかなり軽減されて適応障害というのは

改善されるのではないかと考えています。です

から、医学的リハ、診断、認知のリハビリ、患

者・家族との意思確認、雇用側への働きかけ、

職業リハビリテーションとの連携を適切に行い、

就労を援助していく。そうすれば就労後に認知

機能もさらに改善するという位置づけをすべき

である。つまり就労はゴールではなく、一つの

ステップとして考え援助することが必要である

と考えています。

復職に至った症例です。40歳代で、くも膜下

出血、術後に血管攣縮によって左の側頭葉から

頭頂葉にかけて大きな梗塞をした方ですが、失

語症とゲルストマン症候群という症状がありま

した。８カ月後に改善の経過を確認してから、

長野障害者職業センターで３カ月間職業リハを

受けて、１年７カ月後に復職されました。復職

後に認知機能も改善され、まさに就労を経てそ

の後改善をするという認知機能の回復性を示し

たケースだということになるわけです。

このようなケースでは、医療関係者は最初に

CTの画像を見ただけで絶対に復職できないと考

えてしまうものですが、私たちリハのスタッフ

はこういった症例に当たるほど、何とかしよう、

復職させるにはどうしようかと考える。それが

私たちのやりがいなわけです。そして、障害者

職業センターのほうへこういうケースを１例で

も２例でも出して援助をしていくのが医療リハ

と職業リハの関係づくりで、そういった成功に

よってさらに関係づくりが強固になっていくの

ではないでしょうか。また、このようなケース

をモデルにして、こうすればこれだけ重度な失

語症、ゲルストマン症候群の方でも就労できる

のだということをアピールしていくことが大切

ではないかと考えています。

【徳弘】 ありがとうございました。次の田谷勝

夫先生は、現在、障害者職業総合センターの心

理特性の研究員として活躍されています。では、

お願いします。
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【田谷】 去年のこのワークショップに際して、

私は地域障害者職業センターの障害者職業カウ

ンセラーたちが、医療機関に対してどんな意見

を持っているかという調査をしました。医療機

関は地域センターのことをよくわかっていない

というような意見が多かったわけですが、逆に、

医療機関側は地域センターをどう見ているかと

いう意見も必要だろうということで、今回は全

国の主な医療機関に対して、地域センターとの

連携がどうなっているかという調査を行いまし

たので、その結果の一部を紹介したいと思いま

す。

アンケート調査は、今年の10月に、厚生労働

省の施設設置基準により総合リハビリテーショ

ンという基準を満たす病院398ヶ所、大学病院

97ヶ所、それと労災病院34ヶ所の合計529ヶ所

に対して行いました。

質問内容は、病院の属性として、「リハビリテ

ーション専門医という資格を持ったドクターや

PT･OT･Psy･ST･MSWはそれぞれ何人います

か」、「過去１年間での高次脳機能障害者の利用

者はどれくらいいますか」、「高次脳機能障害者

に対応できますか」、「できるとすればどういう

対応ができますか」、そして、「病院を退院した

後、次にどういうところに紹介しますか」、つま

り、さらに病院につなげるのか、あるいは福祉

機関につなげるのか、あるいは就労支援機関に

つなげるのか、それがそれぞれどのぐらいの頻

度であるのか、ということを聞きました。

次に、地域障害者職業センターとの連携につ

いて、「地域センターとの連携の現状はどうなっ

ていますか」、「その場合、どのような役割分担

になっていますか」、「情報のフィードバックの

やりとりはどのようにしていますか」、「個人情

報の提供の仕方はどうですか」、「地域センター

からはどのようなことを求められていますか」、

ということを聞きました。

結果については、529ヶ所のうち272ヶ所から

回答があり、回収率51％ということで、こうい

うアンケートとしてはかなり高いと思います。

この病院の情報はぜひ欲しいなと思うところに

は、こちらから電話をしてご協力をお願いをす

るというような手間暇をかけて半数の病院から

結果を得ることができました。

それぞれの職員数については、272ヶ所の病

院全体で、リハ専門医が397名（１病院平均1.4

人）、PTが3,718名（平均13.7人）、OTが2,558名

（平均9.4人）、STが1,028名（平均3.8人）、MSW

が828名（平均3.0人）、Psyが132名（平均0.5人）

でした。

就労支援まで行っているところは31ヶ所

（11.4％）で、ほとんどが評価と訓練までという

病院です。就労支援までやっているという施設

の中で一番多いのは、リハセンターに所属する

施設です。

「次にどういうところに紹介しますか」とい

う質問では、医療機関からさらに次の医療機関、

あるいは福祉機関に紹介される方は結構いても、

就労支援機関まで紹介される方は少ないことが

わかりました。

「地域センターとの連携の現状はどうなって

いますか」という質問については、まず、十分

な協力体制で連携しているというところは18ヶ

所で７％しかありませんでした。最小限の連携

はとっているというのが９％、ケースの紹介程

度というのが31％、全くないというのが51％で

す。連携がとれているというのは16％程度です

から、まだまだ現状としては医療機関と地域セ

ンターがうまくやっているとは思えないという

ことです。ただ、その中で連携がとれているの

はリハセンターが多く、地域センターに紹介し

たケースについて情報のフィードバックもかな

りあるようです。

連携をしていない理由については、さすがに

地域センターの存在を知らないというところは

少なかったものの、「役割機能がわからない」、

「地理的に遠くて利用しにくい」、あるいは「障

害が重くて地域センターを利用するようなケー

スがない」などがあり、自由意見においても、

圧倒的に多いのが「情報提供不足」という意見
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でした。つまり地域センターがどんなことをや

っているかわからないので、詳しくアピールし

て知らせてほしいということです。ですから、

役割機能を知っていれば、利用あるいは連携し

たいという意思があることがわかります。

一方、地域センターの存在もその役割機能も

知っているところはどうかというと、「地域セン

ターの人員配置が足りない」、「担当者が替わる

と連携がとれなくなってしまう」など、これは

当機構の組織上の問題ですが、周りからはそん

なふうに見られているということがわかりまし

た。また、比較的連携がとれているリハセンタ

ーからは、「より突っ込んで連携を強化したい」

とか、「成功事例をもっと詳しくアピールすべ

き」とか、連携があるがゆえの意見がありまし

た。

現在、モデル事業がいよいよ５年目の最終年

度を迎えますが、そのモデル事業の今年の目標

は、高次脳機能障害の評価と訓練プログラムを

全国の病院に普及させるためにはどうしたらい

いかということです。そこでポイントとなるの

は各拠点機関に支援コーディネーターという人

を配置して、病院を退院した後の行き先がなく

ならないように適切な場所に結びつけるという

ことです。

このモデル事業を実施しているリハセンター

の多くは高次脳機能障害者の取り組みに対して

も非常に意欲が高いし、一貫した支援をしたい

という姿勢が強く、地域センターなどの使える

資源はうまく活用するという意識があります。

また、各拠点病院に連絡協議会があり、その中

に既に委員として地域センターの主任カウンセ

ラーを配置しているということもあって、そこ

で連携がうまくいく。そういうものが連携には

必要だろうということですね。

まとめとして、今までのデータから言えるこ

とを幾つか絞ると、まず、医療機関では就労支

援まではあまりやっていないけれども、リハセ

ンターでは結構やっているということ。病院か

ら次に結びつけるときに、医療や福祉には結構

結びつけるのですが、就労支援機関まではなか

なかいっていないということ。地域センターと

の連携に関しては、あまり連携がないというの

が現状だということですが、ただし、リハビリ

テーションセンターについては十分な協力体制

を持っているという意見が多く、地域センター

のほうとしてもそういう熱心なリハセンターに

対してはフィードバックもかなり密に詳しく行

っているということです。したがって、これか

ら連携を進めるためには、まずは医療機関に対

して地域センターの役割機能を広く知らせると

ともに、一旦連携するケースがあらわれたら、

そのケースを通して密な連絡を取り合うという

ことが大切だろうと思いました。

【徳弘】 ありがとうございました。次は、国立

職業リハビリテーションセンターの職域開発課

長でいらっしゃいます水口雅弘先生です。

【水口】 私どものセンターは、国立身体障害者

リハビリテーションセンターと連携して、障害

者に対して職業訓練を通じて就労支援を行って

いる職業訓練施設です。受け入れている障害者

の方も従来は身体障害者だけでしたが、知的障

害者、精神障害者、あるいは高次脳機能障害者

と現在枠を拡大して、関係機関とも連携した就

労支援を行っています。今後は医療機関との連

携が非常に重要なテーマになると思います。

昨年度も「医療リハと職業リハ」という同じ

テーマでワークショップが行われましたが、医

療機関、職業リハサイド双方においての情報提

供不足、あるいは情報交換不足によって相互理

解が十分されていないという問題が提起されま

した。こういった問題をどのように解消したら

いいかということで、職業リハから医療リハサ

イドへの帰結情報をもっとしっかりやってほし

いとか、お互いの役割を確認し合うとか、イン

フォーマルな連携を積み重ねていくことが大事

だという提案がされたわけです。

こうした議論を踏まえて、まず最初に、医療

機関と職業リハの連携を深めるために職業リハ

が医療機関に求めることをお話しし、２番目に、
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連携を深めるためにどのようにすればいいか、

３番目に、当センターの職業訓練、就労支援の

現状についてポイントとなるところを紹介し、

あわせて最後に医療機関との連携に関する課題

を中心に述べて締めくくりたいと考えています。

まず、相互理解を深めるために医療機関に求

めることは、医療情報についてわかりやすい情

報提供をしてほしいということで、同時に、職

業リハサイドも与えられた情報提供についてき

ちんと理解していく力、あるいは質問していく

力を身につけることが重要ではないでしょうか。

医療機関と職業リハの接する機会が少ないため

に、何か問題が起きたときに医療機関に相談を

するとか、あるいは情報を提供していただくと

いうことはあっても、それは一時的なものにな

ってしまうということが現状のように思います。

より連携を深めて支援をしていくためには、医

療機関は、職業リハへ就労支援を移行すれば役

割が終わってしまうという発想ではなく、就労

支援を協力して行っていくという体制をとるこ

とが重要ではないかと思います。そうすること

によって情報交換の機会も多くなり、双方の理

解不足も解消されると考えています。

もう一つ、情報交換不足の背景にある問題の

一つとして、医療と職業リハに共通する言語が

少ないという実態もあるのではないかと思いま

す。共通に理解できていると思っている単語も、

実は捉え方が双方において食い違っていたりし

て、なかなかうまく情報が伝わらないというこ

とも起きているのではないでしょうか。また、

文書だけでの情報交換は必要最少限に抑えて、

できるだけ対象者の方も含めてお互いに顔を合

わせて話し合いながら、情報交流を進めていく

ことが大事になっていくのではないかと思って

います。

昨年度、当センターにおきまして、高次脳機

能障害あるいは精神障害者に対する取り組みに

ついて紹介する場として、関係機関の方を対象

に見学会を実施しました。たくさんの方に集ま

っていただき、非常に有益な情報交換ができた

中で、初めて当センターの事業を知ったという

意見が多く、取り組みのＰＲとか、周知につい

てまだまだ努力不足というのを痛感したところ

です。また、医療機関と事業所との接点が少な

いのではないかという意見もあり、やはり就労

現場を知っていただくということが何よりも大

事なことで、これによってどういう方であれば

就労につながっていくのか、お互いに共通の理

解として持てると考えています。

私たちが就労に向けた職業訓練において一番

心がけていることは、やはり実際の事業所の仕

事についてまず知ること、必要に応じて実際に

障害者が就労している現場を見ていくというこ

とで、そういう中で、どういう職務内容であれ

ばその方が仕事に就けるかを絶えず検討してい

くということです。そして、一定の訓練をした

ところで職場実習を組んで、事業所の方も交え

て検討していただくように努めています。した

がって、私たちは本人と就労現場、あるいは就

労現場と医療機関との橋渡しとなって、双方の

理解を深めていけるよう努めていかなくてはな

らないと思っています。また、ケース検討会や

研修会等への参加を呼びかけることによって、

連携のきっかけや広がりにもなると考えていま

す。

当センターの現状ですが、現在は入所ルート

や対象者の拡大で、同じ敷地内にある国立身体

障害者リハビリテーションセンターを経由する

入所ルートと、同センターを利用しないで直接

通所し、利用できる２つの入所ルートがありま

す。対象者は、知的障害者、精神障害者、身体

障害者で、高次脳機能障害者の場合は、現時点

では国立身体障害者リハビリテーションセンタ

ーを経由する入所者になっています。現在は国

立身体障害者リハビリテーションセンターから

の入所者に加えて、近隣地域から知的障害者、

精神障害者の入所希望者が増えています。高次

脳機能障害者については手帳の所持者を対象と

しています。また、身体障害者の中には精神的

に不安定な要素をあわせ持っている方、高次脳
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機能障害の要素をあわせ持っている方も非常に

増加しています。

高次脳機能障害者に対する取り組みについて

は、技能訓練のほかに障害の理解を促進させる、

あるいは代償手段を身につける訓練であるとか、

職業生活指導、職場実習を含む就職支援などを

盛り込んだカリキュラムで支援を行っています。

精神障害者に対する取り組みについても、同

様に単なる技能訓練だけではなく、障害の特性

に配慮して、グループ指導や相談を通じて障害

の理解の促進を図るといった職業生活指導を取

り入れながら訓練を行っています。

医療機関との連携については、必要に応じて

主治医と相談をさせていただく場合もあります

し、当センターが委嘱している専門医から助言

をいただきながら支援を行うケースもあります。

このように、地域からの利用者が非常に増えて

きたということで、これに伴って地域の医療機

関との連携を強化していくことが当面の課題に

なっています。

最後に、身辺処理の援助が必要な障害者に対

しては、介助者をつけて職業訓練を行い、就職

支援を行うことについて、医療機関との連携を

図りながら、受け入れを拡充していくことを検

討しているところです。こういった点も医療機

関との連携というテーマにおいては当センター

の課題になっていくものと考えています。

【徳弘】 ありがとうございました。それでは、

最後に後藤祐之先生です。後藤先生は現在、社

会福祉法人旭川荘・高次脳機能障害拠点事業準

備室長をされています。

【後藤】 私からは医療リハビリテーションと職

業リハビリテーションとの親しみ感をどうやっ

て作っていくかという話をさせていただきたい

と思います。

最初に、今日の話題提供のポイントですが、

医療リハビリテーションと職業リハビリテーシ

ョンとの接触機会の今後の動向について、次に、

連携とか相互理解と言われている双方に仕事の

仕方の違いがどれほどあるかということについ

てお話します。それを踏まえた上で、この異な

る文化が相互に理解、交流するための具体的な

提案をさせていただきたいと思っています。

私は今、高次脳機能障害支援モデル事業の支

援コーディネーターという仕事をしています。

高次脳機能障害の方の機能回復訓練とか社会復

帰とか就労支援も含めたいろいろなサービスを

試行的に提供して支援体制を確立するという事

業の中でコーディネーターをしています。

岡山では、私が所属している「のぞみ寮」と

いう身体障害者の更生施設と、医療機関の拠点

である川崎医科大学附属病院との両者間で日常

的に連携を行っています。福祉サービスから就

労支援、車の運転に関すること、自宅での生活

のこと、年金のこととか、いろいろな相談があ

って、サービスの交差点に立っているという立

場にあります。

そういう交差点の真ん中で、医療リハと職業

リハとの接触機会はこれからどうなっていくだ

ろうかということを考えてみると、今後の動向

として３つの点が挙げられると思います。まず、

１点目は、職業リハニーズの散在化が地域の中

で起こってくるだろうということです。急性期

の治療が終わった後のリハビリテーションを集

中的に行う回復期リハビリテーションを持つ病

院が非常に増えています。これまでは職業リハ

ニーズが発生する医療機関は岡山でもわりと限

定されていたのですが、回復期リハの病院が増

えてくると、それらの病院に職業リハニーズが

分散化される傾向がでてくるわけです。

また、今、医療の世界ではいかに短い期間で

治療効果を上げるかということが求められてい

ますが、治療が短期化すれば、本来職業リハニ

ーズを持っている方が早目に治療を終えて家に

帰ってしまうため、職業リハニーズを発見する

ことが非常に難しくなってくる。これは職業リ

ハ機関サイドからすると、そういう散在化して

街の中に紛れてしまったニーズをこれからどう

やって見つけていくかという大きな問題でもあ

ります。
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２点目は、回復期のリハでは、家庭復帰がで

きるように、ADLの自立を目標にしていますの

で、リハ目標を達成した後に、これまでなら更

生施設を使っていたような人も、そのまま就労

支援に移行するということが起こってきます。

ですから、回復期リハを持っている医療機関と

就労支援機関との接触機会は、今後、徐々に増

えてくるという気がしています。

３点目は、精神障害者の就労支援です。障害

者雇用促進法が改正されて、精神障害者の方が

いわゆる見なしカウントされるようになったこ

とで、精神科医療機関と職業リハサービス機関

との接触機会が増えてきます。

医療機関と職業リハ機関との接触機会が増え

ると、それだけお互いによく理解しないといけ

ないわけですが、医療機関と職業リハ機関を比

べてみると、いろいろな面でかなり違いがあり

ます。

機関の数は、医療機関の方が圧倒的に多いわ

けですから、職業リハ機関はいろいろな医療機

関を一人で相手にしなければいけない立場にあ

ります。

窓口については、医療機関は医師、看護師、

ソーシャルワーカー、作業療法士、理学療法士、

言語聴覚士など多職種でチームを構成している

ので、ケースによって窓口が違ってくることが

あります。逆に、職業リハ機関ではカウンセラ

ーとか職業訓練指導員が窓口になっていて、地

域のセンターでは担当ケースの窓口は一人に絞

られることが多いです。

仕事の場については、病院は当然院内の仕事

が中心で、病院のスタッフは地域に出て活動す

ることはなかなか難しいのですが、職業リハは、

逆に地域に出て活動することが多く、外に出や

すい立場であると言えます。

相談の受理に関しては、医療では来院した患

者さんはすべて受け付けますが、職業リハでは、

ニーズを聞きとった上で一般就労のニーズに応

じます。

対象者は、回復期リハの病院では60代、70代、

80代の高齢者の方が非常に多いです。それに対

して職業リハは大体20代から30代の人が多く、

40歳～50歳の方を目の前にしたときに、医療サ

イドで見ると非常に若い人ということになりま

すし、職業リハではちょっと年齢が高目に見え

てしまうというように、年齢の見え方が医療と

職業リハでは全然違います。

判断様式は、医療ではもちろん医師がサービ

スを統制しているのですが、比較的OT、ST、

ケースワーカーレベルでどんどん判断をして動

くことが多いように見えます。職業リハでは、

比較的細かいことまで主任カウンセラーを含め

て組織内協議に及ぶことが多い。それだけある

意味、慎重であるとも言えるし、即断即決が少

ない、時間がかかるという言い方もできると思

います。

最後にコミュニケーション様式と窓口営業時

間です。これが結構大きな違いだと感じている

点です。職業リハでは、５時以降の時間で関係

機関と関係づくりをする風土があります。言う

なれば、一杯飲みながらということです。これ

は多分窓口営業時間と関係があって、医療のほ

うは、病院に入院患者さんがいるので24時間動

いていますが、職業リハはオンとオフがはっき

りしていて、一定時間は窓口を閉めることが可

能であることから、こういうコミュニケーショ

ン様式ができるのかなという感じがします。

では、これだけ違う両者がどうやって親しみ

感を作っていくかです。まず、最初の提案とし

ては、きめ細かなあいさつをしましょうという

ことです。ここで言うあいさつは「おはようご

ざいます」とか「こんにちは」という社会的な

儀礼としてのあいさつではなくて、ケースの経

過報告や帰趨についての連絡をしましょう、と

いうことです。また、医療機関とでは患者さん

の受け方の風土が全然違いますので、極力ゼロ

回答を減らすということがお付き合いする上で

必要になってくるかなと思います。

それから、散在化したニーズを発見していく

ために、地域内の医療機関を職業リハ機関が回
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ってニーズを拾い上げていく取り組みが必要で

あると思います。それによって対面で話ができ

るという効果もあります。

次に、医療機関での窓口が一定していないこ

との問題として、どうしてもコミュニケーショ

ンの行き違いが生じるので、窓口を決めてもら

うように遠慮せずにお願いしていったらいいと

思います。

それから、医療機関の場合は、９時から５時

のフォーマルなコミュニケーションのチャンネ

ルに限定されることが多いですが、職業リハサ

イドは、フォーマルなコミュニケーションと５

時以降のインフォーマルなコミュニケーション

チャンネルを持っていますので、インフォーマ

ルな場にぜひ招いて、日頃フォーマルな場では

なかなかできない話をゆっくり時間をかけてや

ってもいいかなと思います。また、机を挟んで

話しているだけではなく、何か一つの作業を一

緒にやることを通して、近い関係に、親しい関

係になるということもあると思います。

あとは、窓口の営業時間は職業リハと医療リ

ハとでは違いますが、必要があれば少し骨を折

って、医療側の窓口の営業時間に合わせて動い

てみると、医療と接触する機会が増えてくるの

ではないかと思います。

このように、医療リハと職業リハを比べてみ

ると、文化、風土、仕事の仕方、スタイルの違

いは大きいですが、お互いの違いを了解した上

で動いてみることで、少しでも距離を縮めてい

くことができればと思っています。

【徳弘】 ありがとうございました。医療リハビ

リテーションと職業リハビリテーションは異な

る文化で、その異文化のコミュニケーションの

方法論をとらねばいけないというご指摘には多

くの方が同感されていると思います。

では、これからディスカッションを始めてい

きたいと思います。大きく分けると３つのフェ

ーズの問題点が相互理解のために提示されたと

思います。一つは医療側にある問題点、もう一

つは職業リハ側にある問題点、それから、その

間の取り組みに関する問題点です。

医療リハの問題点として指摘されたのは、医

療者の意識です。いわゆるリハの帰結としての

社会的なアウトカムへの認識がないとか、医学

教育の中で職業リハというものがないとか、長

い間フォローアップして成果につなげるという、

「長く見る」という視点がないということです

ね。それから、経営のプレッシャーというもの

もあると思いますが、医療側の問題点について

ご意見がありましたらお願いします。

【参加者】 回復期リハビリ病棟で看護師をして

います。受け持っている患者さんが、回復期リ

ハビリ病棟に来られて６カ月リハビリをしてあ

る程度回復したので、退院、職場復帰というこ

とになったのですが、患者さんの意見を十分聞

かないで職場を限定してしまったために、これ

から職場復帰に向けて職業訓練を受けるにあた

って、ご家族の協力が得られないような状況に

あります。

職業リハビリ訓練を受ける場合、そこで宿泊

して訓練を受けられるのか、通所であれば交通

手段はどうするか、また、職場復帰した場合、

どの程度仕事ができるかという訓練の達成度を

確認しながら指導するというような、フォロー

の仕方の知識がないのでうまくアドバイスする

ことができないのです。ですから、そういうこ

とでうまくいっているという事例と、その回復

期リハビリ病棟での６カ月間のリハビリ生活の

中で、職業訓練をしてくれる人が病院の中に入

ってきてくれるような制度があれば教えてくだ

さい。

【徳弘】 後藤先生いかがですか。

【後藤】 私も支援コーディネーターの仕事にお

いて、入院中の方が職場復帰したいのだけれど

どうすればいいだろうかという相談を医療機関

から受けたことがあります。地元の岡山障害者

職業センターに相談したところ、もともと勤め

ていた会社で試しに働いてみて、会社にとって

は評価の機会、ご本人にとっては訓練の機会と

なる職場実習を計画していただき職場復帰に結
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びつきました。職場復帰の相談については、ぜ

ひ地元の職業センター、就労支援機関でご相談

いただけたらと思います。

次に、病院に入院治療中の方が職業訓練校で

職業訓練を受けるのは、まだ早期の就職が見込

めないということになるので、制度的にはでき

ないと思います。ただ、ある一定の程度まで回

復した後に、これからどういう取り組みをやろ

うかということであれば、病院のほうから就労

支援機関に出かけるなり、あるいは職業センタ

ーさんから病院に出張していただくなりして、

将来に向けての相談を行うことは可能です。

【徳弘】 我々も問題点として十分に意識してい

るところですが、職業リハというのは、身辺の

自立をしていないといけない、正式には身体障

害者手帳を取得していなければいけないという

ことがあるようです。そのことは医療側からし

たら一つの問題だなという気はしています。

ほかに医療の原先生、お願いします。

【原】 一言コメントするなら、日本は入院も入

所も長過ぎると思います。私どもの病院は急性

期病院ですが、復職の例はすべて通院でやって

います。通院とか通所のシステムをもっともっ

と取り入れる中で、今のお話のようなケースが

救われる事例は、たくさんあるのではないかと

考えています。

【徳弘】 これもひとつの問題提起ですね。コメ

ンテーターの先生方からそういうことに関する

意見や解説はありますか。

【田谷】 病院の入院期間が短くなるという傾向

はこれからどんどん加速すると思われます。高

次脳機能障害の場合には、非常に長い期間かか

わらなければいけないということがあるのです

が、ただ、それは入院期間が短くなったからと

いってできないものではなくて、むしろ通院を

すれば、入院するよりもいろいろな刺激も多く

活性化があっていいと思います。病院側として

も退院したらおしまいというのではなく、退院

した後もきちんと見ていくという意識があれば

別に入院でなくてもよいのではないでしょうか。

【徳弘】 それでは、医療の中の問題点について

職業リハ側からの指摘や意見はありますか。

【参加者】 高知障害者職業センターでは、最

近、医療機関から、脳血管障害の方などでとて

もその状態では働けないという方が来所される

ことがあるので、病院のほうに、もう少しリハ

ビリはできないでしょうかというお話をすると、

医療リハは終わってしまったので、あとは家庭

で時間をかけてやってもらうしかない、という

言い方をされてしまうことがあります。ただ、

時間をかけていくと、１年、２年単位で回復が

見られるので、医療リハのほうでももう少し長

くできないかなとは思います。病院によって対

応がまちまちだったりするので、その辺の病院

側の考え方を教えていただければありがたいと

思います。

【徳弘】 これは、職業リハ側から問題が提起さ

れた、医療の現状についての情報がなかなか入

ってこないということに関係することです。で

は、原先生、お願いします。

【原】 脳の可塑性という言葉がありまして、脳

卒中の方などの回復、まさに可塑性を援助する

プロセスには終わりはないわけです。特に重要

なのは、患者さんにとっては退院してからが始

まりなのだということです。リハはそういう意

識を持ってやっていかないといけないわけです

が、通院の中でいかに患者さんを回復させてい

くか、在宅でどう回復させていくか、復職させ

てどう回復させていくか、そういったことが医

学教育ではまだなされていないし、リハビリテ

ーションの中にもそういった考え方がまだまだ

根づいていないわけです。例えば、脳卒中の方

で麻痺が治らないといったときに、患者さんは

治らないということを諭されるために病院に来

ているわけではないので、治すためにはどうし

たらいいかとアドバイスするのが私たちの仕事

なのです。そういったあたりで、まだまだ日本

のリハの教育そのものを変えていかないといけ

ないなと考えています。

【徳弘】 ありがとうございました。我々のよう
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なリハセンターでしたら、その方をずっとフォ

ローアップしていくことができるのですが、な

かなかそういう病院がないというのが現実だろ

うと思います。しかし、たくさんある病院の中

には、患者さんと相性の良い病院が必ずあるは

ずですから、そういうところを探すしかないな

という気はしています。医療側としてはまこと

に歯がゆい思いをしています。

では、次の方どうぞ。

【参加者】 私の勤める病院は、千葉県の高齢化

が非常に進んだ過疎地域にあり、病院数もそう

多くはないのですが、その中で地域の支援病院

として第三次救急という位置づけで業務を行っ

ています。そこで、地方の病院の立場からお話

を伺いたいと思います。

私どもでもリハビリテーションには大分力を

入れておりまして、回復期リハビリテーション

病院も設置しました。その中には社会復帰、職

業復帰をしたいと望む方もかなりいらっしゃい

ます。ただ、そこで問題になるのが、千葉県で

はこんなに立派な施設があるわけですが、職業

リハにつながりそうな人を、千葉県といっても

房総半島の先端の地域から切り離してそこにつ

なげることが困難な事例が非常に多いというこ

とです。そうしたときに、例えば、地方でも生

かせるような職業リハのノウハウというものを

伝授していただくような制度や支援などをお考

えいただくとか、そういったことについてのご

意見がありましたらお願いします。

【田谷】 障害者職業総合センターでは、医療と

か福祉とか職業リハ関連職種の人が就労支援に

関してうまく連携できるようにするために、職

業リハビリテーション実践セミナーという研修

を開催しています。それに参加してもらって、

いろいろなノウハウを見つけてもらうというの

がまず今できることになると思います。将来的

には、地域ごとにできるようになればいいので

すが、まずはそこからということになると思い

ます。

【参加者】 そういう情報というのは中央で留め

ずに、病院だけではなく、地方のハローワーク

や行政機関に対してもそういったアピールや研

修会をぜひ位置づけていただいて、それで地域

が活性化できるような試みをしていただければ

ありがたいなと思います。

【徳弘】 直ちにどうにかなるというものではあ

りませんが大事なことですね。

水口先生、何かご意見はありませんか。

【水口】 我々職業リハサイドとしても、医療機

関や関係機関に対して研修の機会をつくったり、

就労現場を見る機会をつくったりとか、こちら

からどんどん働きかけて仕掛けていかないと、

待っているだけではなかなかそういう輪が地方

にも広がっていかないのかなという気はしてい

ます。そういう意味で、もう一度取り組みの努

力はしていかないといけないとは思っています。

【徳弘】 こういう場でそういう要望を伝えると

いうことは非常に大事なことだと思います。そ

れでは、次の方どうぞ。

【参加者】 先ほど、相澤病院では、短期入院に

して通院でリハを行っているケースが多いとい

うお話がありましたが、まだ日本全国の多くの

病院では通院リハというのはほとんどやられて

いないと思います。非常に多職種の方々がかか

わっていかなければならないし、医療点数に反

映しない方々、例えば、臨床心理士とか、ある

いは、職業リハの関係の方々は病院には何の利

益ももたらさないことから、そういった事業は

ほとんどの病院ではやっていただけないのでは

ないでしょうか。そこがまず大きなネックにな

るかなと思いますので、相澤病院ではその点を

どういうふうに克服されているのか、お伺いし

たいと思います。

それからもう一つ、水口先生に質問です。国

立職業リハセンターは、更生訓練所や病院もあ

り大変すばらしい機関だということで、今年の

春に見学をさせていただき、懇切丁寧に国立リ

ハの機構、支援体制について説明していただき

ました。しかし、その後、その更生訓練所を見

学して生の職員さんの声を聞いたところ、病院
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と更生訓練所と職リハセンターとの連携があま

りうまくいっていないのではないかという感想

を持ちました。それについてお話しいただけれ

ばと思います。

【原】 通院リハというシステムができていけ

ば、もっと多くの方たちがリハビリテーション

の利益を受けられる状況になるのではないでし

ょうか。それから、私たちは仕事をしている中

で、それが病院経営にとってマイナスになると

感じたことは全くありません。他府県から高次

脳機能障害リハを受けるために通院されている

方たちに対して、メールや電話などで長い時間

をかけてアドバイスをしていくということこそ

専門職の仕事だと思いますし、復職に至ったと

きの達成感こそがリハのスタッフの喜びであり、

まさに病院の宝だと思っています。

【水口】 意外にも内部の足元について耳の痛い

お話を受けたわけですが、確かに、同じ敷地の

中にありながら、内部への働きかけがある意味

不足していると思います。組織的に連携すると

いう面でもう少し努力をしないといけないとい

う点についてこれから十分考えていきたいと思

っています。

【徳弘】 ありがとうございました。医療リハ

側、職業リハ側それぞれの問題点については議

論が尽きないと思いますが、一番大事な取り組

みということで先生方のコメントを総合すると、

やはりお互いの接する機会を増やさなくてはい

けない。一例でもいいから経験を通して連携を

積み重ねていく。それから、親しみ感の醸成。そ

ういうことが非常に大事になろうかと思います。

それでは、次にお互いの交流、接する機会と

いうことで先生方から一言ずつご意見をいただ

きたいと思います。原先生、お願いします。

【原】 今回この幕張に来るのは初めてで、こん

なに大きな立派な組織があるのだということを

改めて感じました。私の病院からも多くの患者

さんがここでお世話になっていますが、ここに

患者さんが来るには大きな決心が必要だったの

ではないかと思います。そのためにも、こうい

うところまで来て頑張ってやっていこうという

ケースをつくっていくシステムづくりを、医療

側としてもっともっとやっていかないといけな

いのかなと思いました。それから、間を埋める

支援コーディネーターといった役割の専門職の

方がもっと増えれば、やはり変わってくるのか

なということを感じました。

【田谷】 今回アンケートを行って感じたことで

す。回収率を上げるためにまずメールを出した

わけですが、メールでは病院側があけてくれな

いのです。結局、病院へ電話してリハの担当者

の方に趣旨を理解していただいたところ、快く

協力してくださるといったことがありました。

ですから、直接話をして声を聞くとそれなりに

わかってくれるということもありますので、そ

ういうところから始めないといけないなという

感じがします。

【水口】 職業リハの場合もそうですが、各機

関、各部門の全体をコーディネートするような

人材、あるいは組織といったものをつくってい

く必要があると思っています。

【後藤】 フロアの方からの質問を聞いていて、

お互いの距離はまだまだ遠いという感じがしま

した。ですから、職業リハサイドとしては、県

内の医療機関、特にリハを中心にやっていると

ころを回って、まずは病院側が持っているニー

ズを一つ一つ拾い上げるところから行動を起こ

していったらいいなと思っています。

【徳弘】 ありがとうございました。フロアから

はどうですか。

【参加者】 茨城障害者職業センターでは、最

近、高次脳機能障害の件で病院側からご連絡を

いただくことが多くなり、それが一つのきっか

けとなってお付き合いが始まった病院もありま

す。そうした中で、私たちのほうから病院へ出

向いてケース会議を行い、経過や状況の説明だ

けではなく、お互いが持っているリハの時間を

どう使うかとか、職業リハの中での取り組みを

医療リハの中でもやれないだろうか、といった

提案なども積極的に行って、それを導入してい
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ただけることができたら、顔を合わせる機会も、

その中身を確認する機会も増えて、私たちの持

っているノウハウを通所リハの中で利用してい

ただくということももっと進んでくるのではな

いかと感じています。

【徳弘】 すばらしい提言だと思います。ありが

とうございました。

各先生方、フロアからのご意見を総合すると、

職業リハと医療リハは異なる文化であるという

認識が必要だろう、少なくともお互いを啓蒙し

ていく継続が必要だろう、それから、接する機

会を増やすことが必須条件だろう、というお話

がでました。

そういうことから考えると、お互いの理解を

促進するために職業リハ側から何ができるか、

医療リハ側から何ができるかという具体論を今

後継続していけば、よりお互いに近づいていく

のではないかと思います。それを今日のワーク

ショップの結論にして終わりたいと思います。

熱心な討議をしていただいたフロアの方々、コ

メンテーターの先生方、どうもありがとうござ

いました。
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はじめに

障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援

する観点から、これまで障害種別ごとに異なる

法律に基づいて自立支援の観点から提供されて

きた福祉サービス、公費負担医療等について、

共通の制度の下で一元的に提供する仕組みであ

る障害者自立支援法は、平成17年10月31日に衆

議院本会議で成立し11月７日に公布された。18

年４月から施行される。今回、障害者自立支援

法における福祉分野の相談支援事業及び就労支

援事業が職業リハビリテーションとどのように

地域で連携していくかを概観する。

１．相談支援事業について

a 障害者プラン相談支援体制

平成８年の障害者プラン～ノーマライゼーシ

ョン７か年戦略～においては、保健福祉サービ

ス体系について、市町村域・複数市町村を含む

広域圏域・都道府県域の各圏域ごとの機能分担

を明確にし、各種のサービスを面的、計画的に

整備することとされていた。相談支援体制につ

いて、各都道府県は、当該都道府県内のすべて

の地域について、身体障害者（児）、知的障害者

（児）及び精神障害者に共通の圏域として、障害

保健福祉圏域を設置することとし、市町村障害

者生活支援事業、障害児（者）地域療育等支援

事業、精神障害者地域生活支援事業を障害保健

福祉圏域内（概ね人口30万人当たり）に概ね二

か所ずつ配置を図るものであった。

s 支援費制度と相談支援体制

支援費制度においては身体障害者福祉法及び

知的障害者福祉法に相談支援事業が位置づけら

れた。例えば、「知的障害者相談支援事業」と

は、地域の知的障害者の福祉に関する各般の問

題につき、主として居宅における日常生活を営

む18歳以上の知的障害者又はその介護を行うも

のからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助

言を行うなどとされ、市町村障害者生活支援事

業や障害児（者）地域療育等支援事業の全国的

配置が継続された。

d 障害者自立支援法における相談支援体制

障害者自立支援法においては、市町村の責務

として「障害者等の福祉に関し、必要な情報の

提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及

び指導を行い、並びにこれに付随する業務を行

うこと。」（法第２条第１項第２号）とされてい

る。また、「この法律において「相談支援」と

は、次に掲げる便宜の供与のすべてを行うこと

をいい、「相談支援事業」とは、相談支援を行う

事業をいう。」（法第５条第17項）とされ、具体

的には、地域の障害者等の福祉に関する各般の

問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障

害者等の介護を行う者からの相談に応じること、

必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれ

らの者と市町村や障害福祉サービス事業者等と

の連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜

を総合的に供与することなどを行うものとされ

ている。

障害者自立支援法においては、このような相

談支援事業をはじめとする地域の相談支援体制
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の整備を以下の観点から図る予定である。

①市町村への一元化

身体障害を対象とした市町村障害者生活支援

事業、知的障害や障害児を対象とした障害児

（者）地域療育等支援事業、精神障害者を対象と

した精神障害者地域生活支援センターは、市町

村や都道府県・指定都市等異なる実施主体とさ

れていたが、障害者自立支援法の相談支援にお

いては、一般的な相談は市町村に一元化するも

のであり、障害種別を超えてワンストップで相

談を受け止めることが期待されている。

②都道府県におけるバックアップ体制

都道府県においては、障害者就業・生活支援

センター、発達障害者支援センター、障害児の

療育支援など広域的に取り組むべきもの、専門

的な相談支援を行うものとされている。また、

都道府県の相談支援は市町村をバックアップす

る機能をもつと言える。

③地域における連携体制

地域において相談支援事業を適切に実施して

いくために、市町村は「地域自立支援協議会

（仮称）」を設置し、雇用を含めた地域の関係機

関によるネットワークの構築を図ることとして

いる。

２．就労支援事業について

障害者自立支援法においては、就労支援の抜

本的強化を図ることとしている。そのため、現

在多岐にわたっている施設体系についてその機

能に着目して再編するものである。現在の施設

は、その施設の種別・目的にかかわらず、利用

している障害者にあまり差がないという実態が

あり、本来、障害者が施設での訓練等を経て一

般就労をしていくはずの施設で「滞留」が生じ

ている。いわば施設の本来の目的・原点に戻る

ことが求められている。就労に関して言えば、

障害者のニーズや適性に合わせて、働く意欲と

能力を育み雇用などへつなげていくために、新

たに就労移行支援事業や就労継続支援事業（雇

用型・非雇用型）を行う予定である。

地域における相談支援体制について 
（市町村が相談支援事業者に委託して行う場合）  

○ 地域において相談支援事業を適切に実施していくため、市町村は「地域自立支援協議会（仮称）」を設置し、次  
のような機能を確保。実施に当たり、個別ケースの調整会議を開くなど、多様なかたちを想定。  
・中立・公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施 
・具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言 
・地域の関係機関によるネットワークを構築 

利用者 

指定  

・サービス利用につな 
げる支援  
（サービス利用計画  
作成費） 

・総合的な相談支援  
・サービス利用につなげる支援（サービス利用計画作成費）  
・支給決定事務の一部（アセスメント等）  

相談支援事業者（委託あり） 
（中立・公平性を確保） 

相談支援事業者（委託なし） 

保健 ･医療  

サービス事業所 地域自立支援協議会（仮称） 

委託  

（市町村又は圏域（複数市町村）単位） 
企業・就労支援  

子育て支援･学校  高齢者介護 

当事者 

行政機関  

都道府県  

基盤整備  
市町村業務への支援  

専門・広域的観点 
からの支援  

都道府県自立支援協議会（仮称） 

市
町
村 
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また、福祉と雇用など関係機関がネットワー

クを構築し、障害者のニーズと適性に合った就

労支援を実施していくこととしている。その際、

関係機関が集まりサービス調整会議などを開催

し、個別支援計画を作成して共通理解の元でチ

ームでアプローチして行く視点が重要である。

雇用と福祉のネットワークによる就労支援  

一 般 企 業 で の  

雇 用 を 希 望  

す る 障 害 者  

就 職  

継 続 的 な 

雇 用 の  

実 現  

福 祉 施 策  
（ 就 労 移 行 支 援 事業等）  

職 場 開 拓  等  

ト ラ イ ア ル 雇 用  

ジ ョ ブ コ ー チ  

委 託 訓 練 等  

雇 用 施 策  
職 業 評 価  

職 業 相 談  

職 場 開 拓  等  

ジ ョ ブ コ ー チ  

定 着 支 援  

定 着 支 援  

施 設 体 系 の 見 直 し に よる  

一 般 就 労 へ の 移 行 促 進  

（ 障 害 者 自 立 支 援 法 ）  拡 充  

作 業 訓 練  

・ 基 礎 体 力 養 成  
・ 対 人 関 係 構 築  
・ 施 設 外 授 産  
等 

※  障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援センター事業  

（ 就 業 ・ 生 活 両 面 に わ た る 一 体 的 な 相 談 ・ 助 言 等 ）  

失
業
・
離
職 

＜ 再 チ ャ レ ン ジ ＞ 

障 害 者 雇 用 促 進 法 改  

正 法 に 併 せ て 創 設  

職 業 紹 介  

※ 　 地 域 障 害 者 就 労 支援事業  
ハ ロ ー ワ ー ク が 福 祉 施 設 等 と 連 携 し て 、 個 々 の 障 害 者 に  
応 じ た 支 援 計 画 を 策 定 。 計 画 に 基 づ く 就 職 ・ 職 場 定 着 支 援  

障 害 者 雇 用 促 進 法 改 正  

法 に よ る 拡 充  

（非 雇 用 型 ） （雇用型） 

※ 経  過的  な措 置に  つい  て、 検 討  。 

制 度 上 、  期 限 の定  めな  し 

就 労 継  続 支  援 
就 労 移行支援  

地域の  社 会資  源 の 状  況 か  ら 
通 所 が困  難 で  ある  など 、一 定 の  
条 件  に該  当 す  る場 合に  、 入 所 施  
設 の 利用可。  

制 度 上、  期 限 の定め  あり  

訓 練 等給  付 

夜 間 の 
生 活 の 場  

利 用 期 限  

サ ー ビス内容  

利 用 者 

給 付の種類 

一 般 企 業への雇用又  は 
在 宅 就 労等が見込ま  れ る  
障 害 者 で  あっ  て、 下 記  の 
条 件に  該 当 す  る者 

① 一  般 企 業へ  の就 労 を  
希 望  する  者 
② 技  術 を  習得  し、 在 宅  で 
就 労  等 を  希望  する  者 

一 般 企 業の雇用に  向 け  
た 移 行 支  援 等  

雇 用 契約  に基  づく  就 労 が 可能  と見 
込 ま  れ る  障 害 者 で  あっ  て、 下 記 の 条  
件 に  該 当 す  る者 

① 就  労 移  行支  援 事  業 に  より 、一 般 企  
業の  雇 用  に結 びつ かな かっ  た者 
② 盲  ・ 聾 養  護 学  校 を  卒 業  して 雇用  に結 
びつ かな かっ  た者 
③ 一  般 企  業を  離 職  した 者又  は就 労経  

験の  ある 者 

雇 用 に  基 づ  く 就 労 機会の提供や一般  
企 業 の雇用に  向 け  た支  援 等  

就 労 の機会を  通 じ  て、 生 産 活動  に係  
る知 識 及  び能  力 の 向 上が期待される  
障 害 者  であ って 、 下 記 の条件に  該 当  
する  者 

① 就  労 移  行 支  援事  業に  より 、一 般 企  
業の  雇 用  に結 びつ かな かっ  た者 
② 一  般 企 業  等 で  の就 労 経 験  のあ る者 
で、 年 齢 や  体 力  の面 から  雇 用 さ  れ る  こ 
とが 困 難  な者 
③ ①  ・ ② 以  外 の  者で  あっ て、 一 定 の  年 
齢に  達 し  てい る者 

一 定 の 賃金水準に  基 づ  く継 続した 
就 労 機 会の提供、  ＯＪ Ｔ の 実 施、  雇 
用 形 態 への移行支援  等 
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今私は職リハで技能を身につけこれを活かし

た就職を目指して訓練中です。

自分でも20歳ごろから他の人と違うと感じて

いたし、周りから変と見られていたでしょう。

２年前に「広汎性発達障害」と診断され、やっ

と世間が追いついてきたという印象です。

以前就職活動をするためにハローワークを訪

ねた時に担当者に「アスペルガー」を理解して

もらうため次のメモを用意しました。障害を理

解してもらうための努力や工夫としてご覧くだ

さい。

[宮脇メモ]

コミュニケーションの障害

①一人の相手に対して、複数の要件を同時に伝

えることができない（文書でなら可能）。

〈具体例〉

先日、ハローワークへ提出する診断書を取

りに主治医を訪ねたときのこと。こちら側が

述べるべき要件は、「おかげさまで障害者手帳

を取得できました」というお礼と、「現在求職

活動中でストレスが溜まっているため、精神

的に不安定な状態にあります」という現状報

告と、「ハローワークへ提出する診断書を新た

に書いていただきたい」という要求の３点と

いうことになります。文書でなら表現できる

と思うのですが、実際の場面では、会話を上

手くコントロールできずに「お礼」の部分が

欠落してしまいました。また、他の要件も中

途半端な説明に終わってしまいました。

②複数の相手に対して、会話の中でイニシアチ

ブを取って自分の意見を主張できない（会議

形式でなら可能）。

③仕事以外の日常会話で、相手のレベルに応じ

た話題を提供できない。

〈具体例〉

例えば、私と母親と妹の三人で映画の「マ

トリックス」を観たと仮定します。「キアヌは

かっこよかったよね」とか、「あのアクション

シーンはCGなんだろうか、ワイヤーアクショ

ンなんだろうか」というレベルの話は三人で

共有できます。

次に、「エグザイルと呼ばれていた亡霊兄弟

は、アプリケーションを手動削除した時に削

除しきれなかったダイナミック・リンク・ラ

イブラリのことだよね」とか、「エージェント

のスミスは、一般保護違反によって同一メモ

リアドレス内に異なるプログラムコードが上

書きされたことによって変異したんだよね」

というレベルになると、母親はついてこれず、

妹と二人きりの話題になります。

その次に、「あの映画はアクションの形態を

取っているけど、実は哲学映画で、真のテー

マはデカルトのコギト・エルゴ・スンにある

んだよ。デカルトの思想は禅の思想に通じて

いるから、二作目以降では東洋思想のリ・イ

ンカネーションがテーマになるんだよ」とい

うレベルになると、妹もついてこれなくなり

ます。

若かった頃に、「マトリックスどう思う？」
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ときかれたら、正直に「あの映画は哲学映画

で……」と応えていたと思います。その結果、

「アイツは偉ぶっている」とか「アイツの話は

硬すぎる」と受け取られて、周囲と調和でき

なかったでしょう。

反対に、自分よりレベルの高い人と話す時

は、相手の方がこちらのレベルに合わせてく

れるので、スムーズに会話できます。大学院

の研究室が最も居心地が良かったのは、この

ためです。

今では、相手のレベルを察知してからそれ

に応じて話すように心がけていますが、初対

面の人に対してはレベルを察知するのが精一

杯で、自分から話を切り出していくことはで

きません。また、初対面の人が複数同時に存

在する場合にはパニックに陥り沈黙してしま

います。

社会的な障害

①突発的な事態に即応できない（非社会的、自

然環境的な事象には即応可能）。

〈具体例〉

突然のスケジュール変更やアポ無しで初対

面の人と会わなければならなくなった場合な

ど、パニックに陥ります。

②未体験の事柄への対応に苦痛を覚える。

〈具体例〉

経験したことのない事務手続きや、初対面

の人との面談などに強いストレスを感じます。

③曖昧が苦手でこだわりが強い。

〈具体例〉

仕事に対する具体的な指示や指定がない場

合は、自動的にクリエイティビティとオリジ

ナリティを優先してしまいます。

『宮脇貴さんのプロフィール』

45歳､武蔵野美術大学（建築学科）～大学院

を経て環境アセスの調査員やリゾート開発の企

画や設計の仕事に従事した。最近10年はフリー

のライターや原稿入力の内職、小説サークルの

活動をしている。精神障害者保健福祉手帳３級

取得。
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１．はじめに

平成16年12月に成立した「発達障害者支援法」

を契機に、その支援のあり方について、各領域

で検討が進められている。

こうした動向を踏まえ、当センターでは、昨

年度開催した有識者検討会議をもとに、「発達障

害者のワークシステム・サポートプログラム」

を今年度より開始し、職業リハビリテーション

支援技法の開発を進めている。

昨年10月に、当センターの支援技法開発に資

する趣旨で、英国の発達障害者に対する職業リ

ハビリテーションの現状を視察した。

以下に、雇用年金省、英国自閉症協会（NAS）

を中心に報告する。

２．英国の障害者雇用施策等の概要

英国の障害者雇用施策の概要について、雇用

年金省障害者等対策戦略グループ ( D W P

Disadvantaged Groups Division)を視察し、聴

取した。

英国の障害者雇用対策の動向としては、下記

３点が挙げられる。

a 障害者差別禁止法（Disability Discrimination

Act：DDA）の導入後の雇用情勢の変化

日本同様、英国は法定雇用率に基づく割当雇

用制度が設けられていたが、努力義務であった

ため実質的に機能せず、1970年代より割当雇用

制度の廃止論が浮上してきた。

これを踏まえDDAが1995年に導入され、その

有効性が数度にわたり、雇用年金省及び障害者

権利委員会(Disability Rights Commission)で検

証されている。

障害者の就業率については、就労可能人口に

占める就業者数の推移をみると、1998年に約

43％であったものが、2005年に約47％を超え、

微増傾向にはある。しかし、就業率の上昇は好

況が続く経済情勢や、各種雇用支援サービスの

充実も要因として否定できず、DDAの影響か否

かを推定することは難しいとされている。

また、就職時に障害を理由とした差別を受け

た等で係争した事例は、2002年から5,000件前後

で推移しており、訴えが認められたケースは

2004年では約５％である。この割合は性や人種

による差別での訴訟よりも高い状況にあるとの

ことだった。

これらの情勢から、DDAの導入を雇用率上昇

の要因として特定はできないが、国民全般に障

害者の権利意識を啓発する機能は果たしている

状況にある。
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s 障害者の雇用支援サービスと各種手当支給

の一体的運営

ブレア政権が標榜する「第三の道」の基本的

理念の背景には、福祉政策の手厚い英国が行財

政改革に至った財政的な事情がある。

ブレア政権は、これまでの福祉政策と経済政

策は共通の理念をもたず、相矛盾する政策運営

を選択したために、それぞれの政策目的を達せ

なかったとしている。そのため、政府は個人及

び社会の責任を明確化した上で「働ける人々に

は仕事を、働けない人々には保障を」、そして働

ける人々については「自らを支援する人々（個

人）を、（社会は）支援する」という理念を掲

げ、福祉政策と経済政策の統合を目指している。

この戦略の一つとして、国の雇用施策部門と

年金等の福祉施策部門を統合し、新たに雇用年

金省を発足させ、その下部組織に、各種雇用施

策の実施と年金等の支給を行う、ジョブセンタ

ープラス（jobcentreplus）を設立した。

d ジョブセンタープラスを中心とする雇用支

援サービスの充実

現在、障害者の職業リハビリテーションは、

ブレア政権により、20年のスパンの長期目標を

定められている。その計画に基づき、短期目標

を段階的に設定し、各雇用支援サービスが実施

されている。

英国の雇用支援サービスは、次の２つが挙げ

られ、ジョブセンタープラスで実施されている。

以上のロ、ハについては、外部の専門機関に

委託する場合、雇用年金省及び外部の中立機関

で、その成果を厳密にチェックしつつ、施策目

標の達成を目指している。

政府においては、発達障害者の職業リハビリ

テーションサービスについては、上述の「ロ

Work Preparation」等において、ジョブセンタ

ープラス等のノウハウを活用しつつ、その支援

の成果を施策の反映に努めているとのことであ

った。

３．英国自閉症協会（NAS）の取り組みに

ついて

英国自閉症協会（以下「NAS」という。）は、

1962年に自閉症児・者を有する両親と専門家が

設立して以来、約40数年にわたり、医療・教

育・福祉・労働の各領域にわたり、各国に先駆

けて先進的な活動を展開してきた。

以下にNASのa組織体制・事業内容、及びs

就労支援の実際を中心に報告したい。

a 組織体制・事業内容

①　組織体制

現在の会員数は、12,695名であり、これに

対しNAS全体で1,497名もの正職員を有してい

る（2004年３月現在）。

特徴としては、組織全体を運営するマネジ

メント部門と、当事者の意見を吸い上げマネ

86 職リハネットワーク　2006年３月　No.58

① ニューディール（New Deal for Disabled People）

第一次が既に終了し、現在第二次のプログラム
が2001年から英国全土で開始されている。
従来就業困難者と見られた福祉手当受給者に対

して、官民の機関が政府との契約のもと支援を行
い、就職に至った場合に、事業運営費が支給される。

②　ワークパスプログラム（WorkPathProgrammes）

イ　Access to Work

就職する際に、障害が業務遂行に影響する場
合に、職場環境を整備し、業務遂行を容易にす
るもの。聴覚障害者に対して、手話通訳者を派
遣する等。要件を満たせば、原則政府が全額出
資する。

ロ　Work Preparation

ジョブセンタープラスに登録した障害者に対
する職業評価及び職業準備訓練のプログラム。
期間は12週間が原則。
ジョブセンタープラスの障害者雇用アドバイ

ザー(Disability Employment Adviser)が職業評価
を担当。評価結果に基づき、以降の職業準備訓練
は、必要に応じ外部の専門機関により実施（発達
障害であれば、後述するプロスペクツ等の就労支
援機関が受託）。職業準備訓練において、職場実
習等の支援も実施。
ハ　WORKSTEP

障害者雇用アドバイザーの決定に基づきなさ
れる、雇用者・被雇用者に対するサービス。援
助付き雇用等も実施。
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ジメント部門をチェックするガバナンス部門

を明確に切り分けており、両者の緊張関係を

保つことで、大規模な組織体制を円滑に運営

している。また、当事者団体では珍しく、

CEOを17年前より設けており、それぞれの組

織の状況に合わせ（過去の目標は組織拡大、

現在は大規模な組織体制の運営が主眼）人材

を招聘している。

この組織体制のもと、全国で３カ所の本部

の指示に基づき、運営がなされている。

②　事業内容

マネジメント部門に、マーケティング・資

金調達、地域開発、人材、サービス、広報・

政策・公務、財政の各６種のDirectorを配置

し、下記の事業展開がなされている（主要な

活動のみ記載）。

以上に加え、英国政府へ具体的な政策提言

を数多く行っている。

s 就労支援の実際

①　プロスペクツ（Prospects)の沿革

NASの就労支援は、４カ所のプロスペクツ

が主体となり、1994年より実施している。プロ

スペクツとは、聖ジョージ病院（St Georges

Chairman（議長） 

Board of Trustees（理事会） 

Council（評議委員会） 

Members（会員） 

サービスを通じたＮＡＳの目標・戦略の検討 

Governance部門 Management部門 

・ＮＡＳ全体のマネージメントを担当 

CEO（最高経営責任者） 

Director（取締役） 
　 
①マーケティング等、②地域開発、③人材、 

④サービス、⑤広報・政策・公務、⑥財政の6種 

各分野での活動 

マネージメント体制のチェック・ 

当事者の声の反映 

図１　英国自閉症協会（NAS）の組織体制等

イ　医療分野

・ 発達障害のチームによる早期診断体制の整
備のため、DISCO（Diagnostic Interview for
Social and COmmunication disorders）等に係
る発達心理士等専門職への研修

ロ　教育分野

・ ４歳～19歳までの自閉症スペクトラムに特
化した６カ所の学校、１カ所の専門学校の運営
・　就学前児童のための幼稚園の運営

ハ　福祉分野

・ ３カ所の自閉症成人施設の運営
二　労働分野

・ ４カ所のプロスペクツの運営
ホ　広報、啓発・権利擁護活動

・ 全国の支援機関をカバーするHP(PARIS)の
運営
・ 各領域への公的機関への研修（障害者雇用
アドバイザー等）、出版活動

06：海外情報.qxd  06.3.17 19:25  ページ 87



88 職リハネットワーク　2006年３月　No.58

Hospital）のハウリン教授（Howlin.P）らの

協力のもと、障害者雇用に協力する雇用主連

盟である「全国障害者に関する雇用者フォー

ラム（UK Employment Forum on Disability）」

との連携により設立した、就労支援サービス

である。

また2004年より政府からWork Preparation

の委託を受け、ジョブセンタープラスの対象

者の支援も開始している。

②　プロスペクツの対象者・就職状況等

対象者は、一般就労への希望が比較的多い

高機能自閉症、アスペルガー症候群が中心で

ある。事業開始より現在まで、250人が事業

の対象となり、就職率は約67％であった。

また、1995年に就職した19名を例にとる

と、現在まで継続している事例が11名であり、

約60％弱の定着率を示している。

就職先は、官庁、小売業、倉庫・在庫管理

業、造園業、IT関連、金融業、航空業等多岐

に渡っており、ゴールドマンサックスや英国

航空等の大企業への就職者も多い。

なお、対象者が担当する職務は、対人接触

以外の業務の急な変化が少ない定型業務が主

である。

③　プログラムの目標　

目標は下記のとおりである。

イ 高機能自閉症、アスペルガー症候群の障

害特性を個々のケースに応じ、把握する

ロ 言語もしくは非言語のいずれの有効なコ

ミュニケーションの習得

ハ 感情のコントロールの習得

ニ 求職活動のスキルの習得

④　プログラムの概要

＜対象者への支援＞

NASの支援理念であるSPELL（①Structure

<構造化：明確で一貫性のある環境>、②

Positive<ポジティブ：肯定的な対応と適切な

期待>、③Empathy<共感：対象者が有する

独特な理解方法への共感>、④Low Arousal<

興奮させない：ストレスを招く感覚刺激の低

減>、⑤Links<リンク：家族や地域資源との

連携>）を基本に、12～18週間のプログラム

（初期４週間程度） 

・障害に対する理解 
・個人プロフィールの作成等 
・職業選択の方法 
・働く上での適切な態度と行動の 
体得 
・コミュニケーションスキル 
・面接スキル 

（中期８週間程度） 

（終期６週間程度：選択性） 

就職 

※６つのモジュールを小グループ実施し 
併せて1：1のカウンセリングも行う 

※個別開発プログラムの状況に基づき、求職 
活動に向けた支援を実施 

※ジョブセンタープラスの「障害者雇用アドバイザー」 
との面接により、職場実習を実施（必要に応じ、 

ジョブコーチ支援を実施） 

●　専門職である「雇用コンサルタント」が、以下の12～18週間のプログラムを実施 

図２　プロスペクツのプログラム概要
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を、実施している。また、プロスペクツには

就労支援の専門職として「雇用コンサルタン

ト（Employment Consultant）」が配置されて

おり、下記のプログラムを個々の特性に応じ、

段階的に実施している。

＜事業主への支援＞

就職予定企業に対するサポートは、日本の

ジョブコーチ支援と類似している。就職前の

段階から、経営・現場両サイドと積極的に何

度もミーティングを行い、対象者の障害特

性・行動の特徴等への理解を求め、併せて無

理のない職場環境を構築していく。

しかし、個々の対象者ごとに、まさに”オ

ーダーメイド方式”の対応が必要であり、そ

れぞれの企業で介入のタイミングも異なるこ

とや、企業担当者との関係作りの難しさを指

摘されていた。

＜アセスメントの重要性＞

担当者が事業主支援の難しさを指摘したす

ぐ後に、対象者への初期のアセスメントが何

よりも重要であることを、繰り返し熱意を込

めて語っていたことが印象に残った。

初期アセスメントが不十分な中で、職場実

習やジョブコーチに移行すると、対象者・事

業主双方に負担がかかる。円滑な職場適応を

目指すためには、初期に数週間の時間をかけ、

アセスメントを的確に行うことが重要とのこ

とだった。

次にこの施設内のアセスメントを土台にし

て、職場実習に移行する。光や音の環境から

影響される感覚特性の問題や、コミュニケー

ションは言うに及ばずだが、職場実習に移行

すると、対象者をとりまく環境は、変化を余

儀なくされる。ここでも初期のアセスメント

が機能するが、その後もアセスメントを継時

的に行い、対象者の状態像の変化を蓄積して

いくことが重要とのことだった。

アセスメントのポイントは、行動観察や対

象者の思考・認知のモニタリングを基本に、

①対人対応のスキル、②感覚刺激の特異性の

有無、③本人の思考方法、④二次障害の有無、

⑤本人の希望の整理、⑥家族の支援状況等の

評価とのことであった。

プロスペクツのプログラムは当センターの

「発達障害者のワークシステム・サポートプロ

グラム」の趣旨・内容と類似しており、互い

の支援方法について有益な議論ができたこと

は望外の喜びであった。

今回の渡英の成果をもとに、各地域で発達障

害者の職業リハビリテーションサービスに携わ

る支援者の皆様に、少しでも有益となる情報を

ご提供できるよう、今後も技法開発に尽力して

まいりたい。

また、今回の海外研修の詳細については、別

途報告書を作成しており、さらに「発達障害者

のワークシステム・サポートプログラム」の実

践報告書も今年度作成予定である。これらも併

せてご覧いただければ、幸甚である。
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日本精神障害者リハビリテーション
学会第13回大阪大会

日本精神障害者リハビリテーション学会第13

回大阪大会が平成17年12月３日（土）、４日

（日）、大阪府堺市にある大阪府立大学中百舌鳥
な か も ず

キャンパスにて開催された。

今回は「なにわともあれ語り合おう　～やっ

たらええやん！リハビリテーション」という

「なにわ」に引っ掛けた大会テーマのもと、当事

者、家族、支援者、医療・福祉関係者等、千人

を超える参加者を得て、基調講演、ランチョン

セミナー、シンポジウム、ワークショップ、一

般演題の発表、ポスターセッション、交流会が

行われた。

特に一般演題では、当機構職員の３題を含む

76題の多方面にわたる発表があり､各地での熱

心な取組みが窺われた。

開会式に引き続き､大会長である三野善央氏

（大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科精神保

健学教授）による「根拠に基づく実践

（Evidence Based Practice,EBP）と精神科リハ

ビリテーション」と題した基調講演があった。

この中で三野氏は､現場におけるEBPの有り

様について､①心理療法､精神療法の効果が不明

確である､②精神障害者のケアマネジメントや

ACT（Assertive Community Treatment, 包括

型地域生活支援）には社会資源の質･量の格差に

注意を要する､③作業療法では観察研究の段階で

あると指摘。エビデンスの信頼していい階層と

構造を示しながら､①臨床決断はエビデンスだけ

では決まらず､価値観や社会資源によっても変化

する､②エビデンスと個人の価値観が矛盾する時

は臨床決断として個人の価値観を尊重する

（EBPの二大原則）と述べた。そしてその課題と

して、①研究成果までに時間を要する、②研究

者が少ない、③研究者の質の問題をあげ、それ

らを克服するためにはエビデンスの必要な領域

を設定し、研究プロトコル（計画）を作成し、

研究施設（者）を集め、当事者、家族にも参加

してもらう等、現場における働きかけの有効性

とそのサービスを日常的に評価する必要性を述

べた。

ランチョンセミナーでは、中込和幸氏（鳥取

大学医学部統合内科医学講座）による統合失調

症の認知機能障害の特徴と機能獲得能力の関係

について、内野俊郎氏（久留米大学医学部精神

神経科学教室）による精神科リハビリテーショ

ンと薬物療法の役割について、それぞれ講義が

あり、精神障害者を支援していく上で必要な知

識、理解を深められるわかりやすい説明があった。

シンポジウムでは、グランドデザインを基に

した障害者の暮らしとそれを支えるリハビリテ

ーションのあり方や、退院の可能性について、

厚生労働省、生活・自立支援センター、当事者、

病院等から活動状況と今後の課題について発表

があった。

なかでも当事者からは、健常者の考える「障

害者の自立」のあり方や考え方への疑問、障害

者自立支援法における生き難さについての切実

な訴えは、真の当事者主体の支援の難しさを感

じさせるものであった。また精神障害者の脱病

院を促進するための移行先（働く場など）、生活

サポート、医療継続のための戻る場所と繋がり

を確保し、「自立と共生」の社会を地域にどのよ

うに実現するのか、精神障害者のリハビリテー

ションが果たす役割を改めて考える機会となった。

今回の企画には、本大会に先立つ学会主催の

研修セミナー、当事者によるコンサート、シン

ポジウム、展示コーナーなど、趣向を凝らした

沢山のプレイベントも盛込まれ、二日目の冬型

寒波到来を忘れさせる雰囲気のうちに、大会は

終了した。

なお、次期大会は平成18年11月23日､24日、

富山県にて開催が予定されている。

障害者職業総合センター研究員

内木場雅子
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この冬は稀にみる豪雪となり、積雪に慣れた地域の方々もそれぞれの生活を守るため連日雪と戦っ
ておられたことと存じます。
平成17年度は発達障害者支援法の施行や障害者の雇用の促進等に関する法律の改正がなされるとと

もに、障害者自立支援法が成立するなど、読者の皆様の現場においても大きな転換が図られる年であ
ったと思われます。精神障害者への就労支援については、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正
により、精神障害者を雇用率の算定対象にするなどの雇用対策強化が図られ、地域障害者職業センターにお
いては精神障害者の総合雇用支援が導入されることとなりました。そこで本号ではうつ・気分障害の
ある者の職業リハビリテーションと第13回職業リハビリテーション研究発表会を特集いたしました。
うつ病者への職場復帰支援についてはこれまで様々な取り組みを行ってきましたが、今後は目に見え
る取り組みが求められるようになります。豪雪に立ち向かう時の根気強さと地域の連携が期待される
ところです。
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